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健康福祉局 
資   料 

No.１ 

  

 

 

 

いのち支える広島プラン（第３次広島県自殺対策推進計画）の素案について 

 

 

１ 要旨・目的 

    本県では，自殺対策基本法第 13 条第１項に基づく「当該都道府県の区域内における自殺対策につい

ての計画」として，国が定める政府が推進すべき自殺対策の指針（自殺総合対策大綱）や本県の実情を

勘案した自殺対策の推進に関する計画を策定（改定）している。 

  「誰も自殺に追い込まれることのない社会（自殺者ゼロ）の実現」に向けた取組を進めていくため，

今年度「いのち支える広島プラン（第３次広島県自殺対策推進計画）」を策定し，自殺対策の一層の推進

を図る。 

 

２ 現状・背景 

 ○ 本県の自殺者は平成 29 年から令和２年まで減少傾向にあったが，令和３年は令和２年と比較して

22.7％（91 人）増加した。 

 ○ 令和３年は令和２年と比較して，若年層（～39 歳），中高年層（40～59 歳），高齢層（60 歳～）の

全ての層で，自殺者が増加した。 

   特に中高年層の増加が著しく（63 人増），中高年層の増加内訳を性別・職業別・原因動機別でみる

と，次のとおり増加している。 

・ 男性：被雇用者・勤め人が最も多く，原因動機別で見ると経済生活問題・勤務問題が増加してお

り，次いで家庭問題が増加 

・ 女性：主婦が最も多く，原因動機別で見ると家庭問題，健康問題，経済生活問題が増加 

○ 国は，新型コロナウイルス感染症の影響により自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことで 

自殺者数が増えた可能性を指摘しており，本県でも同様の影響が考えられる。 

 

【本県の目標値と自殺死亡率，自殺者数，目標達成状況の推移】 

 

 

 

 

 

 

年 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ３ Ｒ4 

目標値 ― 15.8 15.4 15.0 14.6 14.2 

自殺死亡率 
（人口 10 万人対） 

16.2 15.4 14.8 14.6 17.6※  

自殺者数 451 428 410 401    492※  

目標達成状況 － 達成 達成 達成 未達成 
未達成 

（見込み） 

令和４年 12 月 15 日 

課 名 健康福祉局疾病対策課 

担当者 課長 勝田 

内線  ３０６７ 

出典：R２年までは厚生労働省人口動態，R３年の厚生労働省人口動態統計は自殺死亡率 17.6，自殺者数 480 人だが，

年代別数値等の詳細を整理中のため，警察庁自殺統計（発見日・発見地）の数値を記載 
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３ 素案の概要 

（1）計画期間 

   令和５年度から令和９年度までの５年間 

（2）策定に当たっての考え方 

○ 本県の最上位計画の「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」及び「広島県保健医療計画」などの

関連計画との整合や調和を図りつつ，本県が取り組むべき方向性を示す。 

  ○ 令和２年までは目標を達成しており，現行計画による取組に一定の効果があったと考えられるが，

令和３年は自殺者が増加に転じ，目標達成が困難な見込であることから，これまでの取組成果及び

課題を把握したうえで，重点的に展開すべき取組（施策）を設定し，課題に的確に対応するととも

に，継続事業と併せて，総合的に取組を実施する。 

【全体目標】 

     令和９年までに，自殺死亡率（人口 10 万人あたり）13.2，自殺で亡くなった人を 360 人以下 

まで減少させる。 

   【基本理念】 

    『誰も自殺に追い込まれることのない社会（自殺者ゼロ）の実現』 

（3）取組の方向 

   これまで本県が進めてきた自殺対策の着実な推進を図りつつ，悩みを抱えている人が，悩みが深刻化 

   する前に早期に適切な支援につながるための施策に重点的に取り組む。 

（4）施策体系（基本施策，重点施策及び生きる支援関連施策） 

① 基本施策 

ステージ 基本方針 施策の方向 

Ⅰ いのち支える社会的取組の充実 

・住民への啓発とスティグマの解消 

・自殺対策を支える人材の育成 

・生きることの促進要因への支援 

Ⅱ 精神保健医療福祉サービスの充実 
・適切な精神科医療の提供 

・保健福祉サービスとの連動 

Ⅲ 自死遺族の支援の充実 ・遺された人の苦痛の緩和 

連携・協働して支援する体制の整備 
・関連施策及び関係機関の連携と総合的な対策の推進 

・市町への支援の強化 

 
 

② 重点施策 

施策の方向 具体的取組（抜粋） 

若年層対策 
ＩＣＴを活用した対策 ・ＳＮＳを活用した相談体制の構築【拡充】 

子どもからの相談への支援 ・児童生徒のこころの相談対応職員への研修【新規】 

中高年層対策 

相談窓口の広報・周知及び相談支援の 

強化 

・ＩＣＴを活用したプッシュ型の広報【拡充】 

・相談窓口（ＳＮＳ，電話等）の設置【拡充】 

経済生活相談とこころのケアの連携 ・経済生活相談窓口における効果的な広報【拡充】 

労働相談とこころのケアの連携 
・労働相談窓口における効果的な広報【拡充】 

・ＳＮＳを活用した勤務問題への相談体制の構築【新規】 

職場のメンタルヘルス対策 
・職場における効果的な広報【拡充】 

・事業所の産業保健スタッフ等に対する研修【新規】 

◯ステージⅠ：様々な要因によって，急性ストレス症状が起こる段階 

◯ステージⅡ：急性ストレス症状が長期化し，うつ病等の精神疾患を発症する段階／◯ステージⅢ：自殺企図に至る段階 
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高齢者層対策 相談支援の強化 ・電話による相談窓口の設置【拡充】 

自殺未遂者対策 未遂となった人の再企図の防止 ・自殺未遂者支援連絡会議・研修【新規】 

全年齢層対策 
相談窓口等の分かりやすい発信と 

ハイリスク者への相談支援 

・広島県自殺・うつ病対策情報サイトの充実【拡充】 

・検索連動広告の実施【新規】 

・プッシュ型の情報発信【拡充】 

 

（5）根拠法令 

   自殺対策基本法第 13 条第１項 

 

４ スケジュール 

 

５ その他 

本計画にて設定した目標値（自殺死亡率（人口 10 万人対））については，「安心▷誇り▷挑戦 ひろし

まビジョンアクションプラン」の KPI に反映する。 

 

（変更前） 

KPI R5 R6 R7 

自殺死亡率 

（人口 10 万人対） 
14.2 以下 14.2 以下 14.2 以下 

 ※）令和５～７年度の目標値は，現計画の最終年度（令和４年）の目標値を据え置きとしている。 

 

（変更後） 

KPI R5 R6 R7 

自殺死亡率 

（人口 10 万人対） 
16.2 以下 15.4 以下 14.7 以下 

 ※）過去５年間（平成 28 年～令和２年）の自殺死亡率の平均が 15.2 であり，現計画実施前の平成 27

年の自殺死亡率 17.5 に比べ，13.1％減少している。 

次期計画における全体目標の設定に当たっては，過去５年間（平成 28 年～令和２年）の自殺死亡

率の平均 15.2 を 13.1％以上減少させ，計画最終年であるＲ９年に自殺死亡率を 13.2 以下にするこ

とを目標としている。 

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

自殺対策 

協議会 

      ●第 1回 

      （骨子案協議） 

●第２回 

（素案協議）

 ●第３回 

（最終案 

の協議） 

生活福祉 

保健委員会 

  

骨子案 素案 

集中 

審議 

(調整中) 

 

パブリック 
コメント 
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0
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～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～ 不詳

令和２年 13 49 45 59 61 55 65 53 1

令和３年 14 43 62 96 87 69 75 46 0

自
殺
者
数
（人
）

いのち支える広島プラン（第３次広島県自殺対策推進計画）素案の概要（案） 

 

 

１ 計画の位置づけなど 

 ■ 本県では「誰も自殺に追い込まれることのない 

   社会の実現」を目指して，自殺対策推進計画を 

   策定しており，今年度第３次計画を策定する。 

   計画期間は，令和５（2023）年度から令和９ 

（2027）年度までの５年間とする。 

   自殺対策基本法に基づき策定する法定計画で 

   あり，本県の最上位計画の「安心▷誇り▷挑戦 

   ひろしまビジョン」，また「広島県保健医療計画」 

   等の関連計画との整合や調和を図る。 

 

２ 現状から見た注視すべき事項 

 ●全体 

 

【表 1】 本県の目標値と自殺死亡率，自殺者数，目標達成状況の推移 

 

    

 

 

 

【表２】年齢階級別の死因順位（令和元年） 出典：厚生労働省人口動態統計 

年齢階級 第１位 第２位 第３位 

～19 歳 不慮の事故 自殺 悪性新生物 
20～29 歳 自殺 不慮の事故 悪性新生物 
30～39 歳 自殺 悪性新生物 不慮の事故 
40～49 歳 悪性新生物 自殺 心疾患 
50～59 歳 悪性新生物 心疾患 自殺 

【表３】年齢階級別の自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表４】令和２年，３年の年齢階級別自殺者数 

 

 

 

 

 

 

 

現状 

・平成 29年から令和２年まで減少傾向にあったが，令和３年は令和２年と比較し，91人増加（22.7%

増）した。【表１】 

・厚生労働省は，新型コロナウイルス感染症の影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化し

たことなどにより自殺者数が増えた可能性を指摘しており，本県でも同様の影響が考えられる。 

・また，10 歳代～50 歳代のそれぞれの年代の死因上位３位までに自殺が入っている。【表２】 

年 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ３ Ｒ4 

目標値 ― 15.8 15.4 15.0 14.6 14.2 
自殺死亡率 16.2 15.4 14.8 14.6 17.6※  
自殺者数 451 428 410 401 492※  

目標達成状況 － 達成 達成 達成 未達成 
未達成 

（見込み） 

出典：Ｒ２年までは厚生労働省人口動態，Ｒ３年は警察庁自殺統計（発見

日・発見地）。R3 年の厚生労働省人口動態統計の自殺者数 480 だが，年代

別数値等の詳細を整理中のため，警察庁自殺統計の数字を表示。 

計 

401 

492   

H29 H30 R1 R2 R3

県自殺者数 451 428 410 401 492

県自殺死亡率 16.2 15.4 14.8 14.6 17.6

全国自殺死亡率 16.4 16.1 15.7 16.7 16.8
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●若年層（40 歳未満） 

  

●中高年層（40 歳から 59 歳まで） 

  

●高齢者層（60 歳以上） 

 

 

現状 

 

・若年層の自殺者数は，近年微増傾向である。【表３】 
・令和３年は令和２年と比較し，12 人増加（11.2％増）した。【表４】 
・若年層の死因は自殺が上位を占めている。【表２】 
・若者は，自発的には相談や支援にはつながりにくい傾向がある。（自殺総合対策大 

綱より） 
・ＳＮＳ相談利用状況は，女性は 53%と最も多く，男性は 13%と低い。（令和４年４月
～８月の相談実績より） 

課題 

・身近なコミュニケーションツールであるＩＣＴを活用した相談支援の充実が必要。 
・メンタルヘルス問題に対するスティグマの解消を図る必要がある。 
・周囲が自殺のサインに気づき適切な支援や関係機関につなげられるよう人材育成を 
する必要がある。 

 

現状 

 

・中高年層の自殺者数は，近年減少傾向にあったが，令和３年に増加した。【表３】 
・令和３年は令和２年と比較し，63 人増加（52.5％増）した。【表４】 
【男性】 
・令和３年は令和２年と比較し，特に男性の増加が著しく 42 人増加（50%増）した。 
・職業別でみると被雇用・勤め人が増加傾向にあり，原因・動機別でみると経済・生 
 活問題が最も多く増加し，家庭問題，勤務問題の順に増加している。 
・厚生労働省の意識調査によると，中高年層の男性は，相談や助けを求めることへの 

ためらいを感じる割合が大きいことから，誰にも相談できず悩みを抱え込み，相談 
窓口につながりにくい状況にあることが考えられる。 

・令和４年度より，若年層を対象としていたライン相談の対象を中高年層以上にも拡
充しており，相談状況をみると中高年層の男性の利用率は７％と低い。また，男性
については，ラインの他に電話相談があったらよいという声が多く，既存の電話相
談窓口の周知が行き届いていない可能性がある。 

【女性】 
・令和３年は令和２年と比較し，21 人増加（58.3%増）した。 
・職業別でみると主婦が増加傾向にあり，特に中高年層の主婦が最多。原因動機別で 
 みると家庭問題，健康問題，経済問題などが増加した。 
・女性は一定程度のＳＮＳ相談の利用があるが，ライン相談のアンケートでは，「相

談窓口の存在をネットで調べるまで知らなかった。調べる気力もない人がいるかも
しれないので，もっと周知してはどうか」という声もあった。 

・プッシュ型広告（ライン広告）により，相談件数は平均相談件数の 1.6 倍に増加。
相談窓口の存在を知らずに悩みを抱え込んでいる人が相談窓口につながれるよう， 

 プッシュ型の情報発信を効果的に行う必要がある。 
【全体】 
・経済生活問題窓口からこころのケアへの連携状況をみると，コロナ禍における生活 

福祉資金貸付申請業務の逼迫のほか，連携する場合でも別の窓口へ行かないといけ 
ないという相談者の負担感もあり，こころのケアへつなぐことが難しい状況があっ 
た可能性がある。 

課題 

・経済生活相談や労働相談とこころのケアの連携を強化する必要がある。 

・事業所に対する働きかけを行う必要がある。 

・対面での相談窓口対応の強化を行う必要がある。 

・相談窓口（対面・非対面）の広報・周知を強化する必要がある。 

現状 

・高齢者層の自殺者数は，近年，やや増加傾向にある。【表３】 

・令和３年は令和２年と比較し，17 人増加（9.8%増）した。【表４】 

・原因動機別でみると健康問題の占める割合が大きい。 

 

課題 

 

・今後，慢性疾患により複合疾患の多い高齢者の増加が予測される。 

・そのため，かかりつけ医と精神科医等の連携をより一層推進する必要がある。 

・精神疾患へのスティグマの解消を図る必要がある。 

・適切なセルフケアや精神科受診を支援する必要がある。 
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３ 次期計画の概要 

 （１）基本理念 

    『誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現』 

     ～生きる支援が日本一充実している県に向けて取り組み，誰も自殺に追い込まれることのない 

広島県として，自殺者ゼロを目指します～ 

  

（２）総括目標 

指標 
現状 

令和３（2021）年 

目標 

令和９（2027）年 
増減 

自殺死亡率 

人口 10 万人あたり 
１７．６ １３．２以下 ▲４．４ 

自殺で亡くなった人の数 ４９２人 ３６０人以下 １３２人 

 

（３）施策体系 

【基本施策】 
 

ステージ 
基本方針 

（目指す姿） 
施策の方向 施策項目 

Ⅰ 

いのち支える 

社会的取組の 

充実 

住民への啓発とスティグマの解消 ア 重点的な啓発活動 

自殺対策を支える人材の育成 

ア 多分野での人材育成 

イ ゲートキーパーの養成 

ウ ゲートキーパー養成研修に係る講師養成【新】 

生きることの促進要因への支援 

ア 子どもや保護者への支援 

イ 家庭・男女問題への支援 

ウ 経済生活問題への支援 

エ こころの問題への支援 

オ その他の問題への支援 

カ 自殺予告事案等への対応 

Ⅱ 

精神保健医療 

福祉サービスの 

充実 

適切な精神科医療の提供 
ア 精神疾患等への支援 

イ 慢性疾患等への支援 

保健福祉サービスとの連動 ア 保健・福祉に関する支援 

Ⅲ 
自死遺族の支援
の充実 

遺された人の苦痛の緩和 
ア 自死遺族への支援 

イ 支援体制の充実 

連携・協働して支援する体制
の整備 

関連施策及び関係機関の連携と
総合的な対策の推進 

ア 関連施策及び関係機関との連携・協働 

市町への支援の強化 ア 市町との連携・協働 

【重点施策】 

施策の方向 具体的取組 

① 若年層対策 

ＩＣＴを活用した対策 
・ＳＮＳを活用した相談体制の構築【拡充】 

・生きる支援に関するイベントや取組の周知 

子どもからの相談への支援 

・児童生徒のこころの相談対応職員への研修【新規】 

・教職員等に対する研修 

・スクールソーシャルワーカー配置事業 

・ＳＯＳの出し方等に関する教育の実施 

・保護者等への啓発 

・児童生徒への相談窓口の効果的な周知 

② 中高年層対策 

相談窓口の広報・周知及び相談

支援の強化 

・ＩＣＴを活用したプッシュ型の広報【拡充】 

・相談窓口（ＳＮＳ，電話等）の設置【拡充】 

経済生活相談と 

こころのケアの連携 

・経済生活相談窓口における効果的な広報【拡充】 

・経済生活相談の窓口職員に対する研修 

・生活困窮者自立支援体制の整備支援 

・多重債務に関する相談窓口の連携強化 

・自殺ハイリスク者への法的支援事業 

労働相談とこころのケアの連携 

・労働相談窓口における効果的な広報【拡充】 

・ＳＮＳを活用した勤務問題への相談体制の構築【新規】 

・労働相談の窓口職員に対する研修 

・労働相談コーナーの運営 

・労働関係機関との連携 



4 

 

【生きる支援関連施策】 生きる支援に関連する施策の一覧を巻末に掲載 
 

（４）評価指標（プロセス評価） 

   基本施策及び重点施策のうち進捗などが確認できる施策について評価指標を設定し，各取組の点検・ 

  評価により，計画の実効性を高め，効果的な推進を図る。 

ステージ 指標 
現状 

令和３(2021)年度 
目標 

令和９(2027)年度 

Ⅰ 

いのち支える 

社会的取組の充実 

相談機関職員を対象とした 

ゲートキーパー研修の実施市町数 
14 市町 19 市町以上 

Ⅱ 

精神保健医療福祉 

サービスの充実 

かかりつけ医と精神科医及び 

相談支援機関等の連携に 

関する研修会の開催圏域数 

４圏域 ７圏域 

Ⅲ 

自死遺族の支援の 

充実 

自死遺族支援施策の情報提供 

（広報誌や WEB）をしている市町数 
10 市町 23 市町 

重点① 

若年層 

こころのライン相談＠広島県の 

若年層（40 歳未満）相談件数 
1,921 人/年 3,700 人以上/年 

重点② 

中高年層 

経済生活相談窓口 

（生活困窮者自立支援制度）において 

メンタルヘルスの課題のある人を 

適切な支援につないだ割合 

45% 56%以上 

「ひろしま企業健康宣言」にエントリーした 

事業所のうち，メンタルヘルス対策（相談体

制，産業医との面談等）に取り組んでいる 

事業所の割合 

62.1% 80％以上 

ストレスチェックの結果を 

集団分析した事業所の割合 
81.5%    90％以上 

重点③ 

高齢者層 

かかりつけ医と精神科医及び相談支援機関等

の連携に関する研修会の開催圏域数（再掲） 
４圏域 ７圏域 

重点④ 

自殺未遂者 

未遂となった人への介入支援を 

実施している圏域数 
２圏域 ４圏域以上 

重点⑤ 

全年齢層 

「こころのライン相談＠広島県」の 

年間対応率 
68.5% 100％ 

 

職場のメンタルヘルス対策 

・職場における効果的な広報【拡充】 

・事業所の産業保健スタッフ等に対する研修【新規】 

・ストレスチェックを活用した取組の支援 

・働き方改革推進事業 

③ 高齢者層対策 

医療・保健・福祉へのつなぎの強
化 

・医療連携体制の構築 

・こころの健康に関するかかりつけ医研修 

・地域包括ケア体制の構築 

相談支援の強化 ・電話による相談窓口の設置【拡充】 

④ 

 

自殺未遂者対策 

 

未遂となった人の再企図の防止 

・早期介入と包括的な支援体制の構築 

・自殺未遂者支援連絡会議・研修【新規】 

・未遂となった人及びその家族等に対する支援 

・未遂となった人への対応に関する研修 

⑤ 
全年齢層への対
策 

孤独への対策， 

人とのつながりの強化 

・包括的な支援体制の構築 

・声かけ，見守りの推進 

相談窓口情報等の分かりやすい 

発信とハイリスク者への相談支
援 

・広島県自殺・うつ病対策情報サイトの充実【拡充】 

・検索連動広告の実施【新規】 

・プッシュ型の情報発信【拡充】 

・インターネット・ゲートキーパーの実施（R6 年度以 

降の導入を検討） 



 

       

 

いのち支える広島プラン 

（第３次広島県自殺対策推進計画） 

（素案） 
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広島県  
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第 1 章 第３次計画策定の趣旨 

 

 〇 本県では，「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指して，平成 22（2010）

年度から「広島県自殺対策推進計画～いきる・ささえる広島プラン～（以下「第 1 次計画」

という。）」を策定し，関係団体等が一体となって自殺対策に取り組んできました。 

 〇 「第１次計画」では，平成 22（2010）年度から平成 27（2015）年度までの６年間の取組に

より，自殺で亡くなった人は平成 22（2010）年の 668 人から減少傾向に転じ，平成 27 年

（2015）年には 492 人と 500 人を割り込むまでに減少しました。 

 〇 「第２次計画」では，平成 28（2016）年度から令和２（2020）年度までの５年間の取組とし

ていましたが，計画期間中に目標値に達成したこと，平成 30 年７月豪雨災害が発生したこ

とから，平成 31（2019）３月に「第２次計画」を見直し，計画期間を２年間延長しました。 

〇 「第２次計画（見直し版）」では，令和４（2022）年度までの７年間の自殺の各段階に応じ

た対策などにより，自殺対策を総合的・計画的に推進し，令和２（2020）年には，自殺死亡

率は 14.6 となり，第１次計画を策定した平成 22（2010）年以降では，もっとも少ない 401

人まで減少しました。 

〇 しかしながら，依然として，日本の自殺死亡率は先進国の中で高い水準にあり，また，令和

３（2021）年は，新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因となり得る様々な問題が悪

化したことなどにより，県内の特に 40 歳から 59 歳までの中高年層の自殺で亡くなった人が 

  増加し，４年ぶりに前年を大きく上回る深刻な状況となり，さらなる対策が求められていま

す。 

 〇 こうした状況を踏まえ，『誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現』を目指し，これま

での取組成果及び課題を把握し，重点的に展開すべき取組を設定し，課題に的確に対応する

とともに，継続事業と併せて，自殺対策を総合的・計画的に進めていくため，「いのち支える

広島プラン（第３次広島県自殺対策推進計画）」を策定します。 

 

 

 

                

 

 

 

 

※ 自殺死亡率とは，人口 10 万人当たりの自殺で亡くなった人の数 

をいいます。 

※ 40 歳未満を若年層，40 歳から 59 歳までを中高年層，60 歳以上 

  を高齢者層として区分しています。 
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第２章 広島県における自殺の現状 

 

 

 

 広島県の自殺の現状についてみると，令和２（2020）年までは，自殺で亡くなった人の数や自殺死亡

率は減少傾向にありましたが，令和３（2021）年は増加に転じています。年齢階級別，原因・動機別，

職業別，地域別，月別の自殺で亡くなった人の数や自殺死亡率，未遂となった人の状況について，次の

ような特徴があります。 

 

（１）自殺で亡くなった人の数・自殺死亡率の推移 

○ 平成 22(2010)年から自殺で亡くなった人の数や自殺死亡率は減少傾向に転じ，令和２(2020)

年には自殺でなくなった人は401人となりましたが，令和３(2021)年は増加に転じています。 

○ 令和３(2021)年は，自殺で亡くなった人の数が 480 人，自殺死亡率が 17.6 となっています。 

○ 令和３(2021)年の広島県の自殺死亡率は，全国の都道府県の中で 12 位となっています。 

○ 男女別では，自殺で亡くなった人の７割が男性，３割が女性で，割合は変化していません。 

 

図１－１ 自殺者数（自殺で亡くなった人の数）の年次推移 

（平成９(1997)年から令和３(2021)年） 

 

出典：厚生労働省人口動態統計 

 

１ 県内の自殺の状況 

広島県(男性) 

広島県（女性） 

広島県 
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図１－２ 全国の都道府県の自殺死亡率（令和３(2021)年） 

 

出典：厚生労働省人口動態統計 

（２）年齢階級別の状況 

○ 令和３(2021)年の自殺で亡くなった人の数は，多い順から 40 歳代，50 歳代，70 歳代となって

います。 

○ 令和３(2021)年の自殺死亡率は，多い順から 50 歳代，40 歳代以上，30 歳代となっています。 

○ 40 歳代，50 歳代，60 歳代の自殺死亡率は，ここ数年でやや増加傾向が見られます。 

○ 19 歳以下・20 歳代の自殺死亡率は，ここ数年でほぼ横ばいの傾向が見られます。 

○ 10 歳代は，自殺が死因順位の２位，20 歳代・30 歳代は，自殺が死因順位の１位となっていま

す。 

図２－１ 年齢階級別の自殺者数（自殺で亡くなった人の数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省人口動態統計 

 

広島 
17.6 

全国 
16.5 

自
殺
死
亡
率 

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

H28 8 51 53 72 75 69 55 48

H29 14 42 80 79 61 62 62 51

H30 10 40 48 74 63 55 69 69

R1 12 48 53 60 69 63 68 37

R2 13 49 45 59 61 55 65 54

R3

0

20

40

60

80

100（人）

※人口動態統計 R3 集計中 
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図２－２ 年齢階層別の自殺死亡率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省人口動態統計，総務省住民基本台帳人口統計，国勢調査人口をもとに作成 

 

 

図２－３ 年齢階級別の死因順位（令和元（2020）年） 

 

年齢階級 第１位 第２位 第３位 

10 歳代 不慮の事故 自   殺 悪性新生物 

20 歳代 自   殺 不慮の事故 悪性新生物 

30 歳代 自   殺 悪性新生物 不慮の事故 

40 歳代 悪性新生物 自   殺 心 疾 患 

50 歳代 悪性新生物 心 疾 患 自   殺 

60 歳代 悪性新生物 心 疾 患 脳血管疾患 

70 歳代 悪性新生物 心 疾 患 脳血管疾患 

80 歳代以上 悪性新生物 心 疾 患 老   衰 

 

出典：厚生労働省人口動態統計 

 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3

若年層 10.0 12.3 9.0 10.6 10.5

中高年層 20.0 18.9 18.4 17.3 16.1

高齢者層 17.9 18.1 19.9 17.3 17.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

※人口動態統計 R3 集計中 
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図２－４ 先進７か国の 10～19 歳及び 20～29 歳における自殺の死因順位及び死亡率 

 

国名 
データ 

基準年 

10～19 歳 20～29 歳 

順位 

死亡率 

（人口 10 万

人当たり） 

順位 

死亡率 

（人口 10 万

人当たり） 

日本 Ｒ１(2019) １位 5.9 １位 17.2 

アメリカ Ｒ１(2019) ２位 6.6 ２位 17.5 

フランス Ｈ28(2016) ３位 1.9 ２位 7.7 

ドイツ Ｒ２(2020) ２位 2.4 １位 7.2 

カナダ Ｈ28(2016) ２位 5.9 ２位 13.4 

イギリス Ｒ１(2019) ２位 2.8 ２位 10.6 

イタリア Ｈ29(2017) ３位 1.5 ２位 4.8 

韓国（参考） Ｒ１(2019) １位 5.9 １位 19.2 

※アメリカ・カナダ・フランスの人口は世界保健機関資料より最新データが得られなかったため、最新の死亡データに 

合わせて各国の国勢調査データを利用した 

出典：厚生労働省自殺対策白書（令和４年版） 
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（３）原因動機別の状況 

  ○ 令和３（2021）年は，例年に比べ，経済・生活問題，家庭問題，勤務問題の全体に占める割合

が増加しています。 

○ 健康問題が全体の４割を占めますが，その中のうつ病は，健康以外の問題を含む様々な要因か

ら引き起こされます。 

○ 19 歳以下は，多い順から健康問題，家庭問題，原因不詳となっています(令和３(2021)年)。 

○ 20 歳代は，多い順から健康問題，勤務問題，経済・生活問題となっています(令和３(2021)年)。 

○ 30 歳代～50 歳代は，健康問題，経済・生活問題，家庭問題，勤務問題が上位を占めています

(令和３(2021)年)。 

○ 60 歳代～70 歳代は，健康問題，経済・生活問題，家庭問題が，上位３つを占めています(令和

３(2021)年)。 

○ 80 歳代以上は，多くが健康問題によるもので，その内訳は身体の病気が最も多くなっていま

すが，その他の年代の健康問題では，うつ病が最も多くを占めています。 

 

図３－１ 原因動機別の自殺者（自殺で亡くなった人）の状況 

（平成 28(2016)年から令和３(2021)年） 

 

 

出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 
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図３－２ 年齢階層別・原因動機別自殺者数の状況（広島県）【Ｒ３】 

 

            （人） 

  ～19 歳 
20～29

歳 

30～39

歳 

40～49

歳 

50～59

歳 

60～69

歳 

70～79

歳 
80 歳～ 不詳 合計 

合計 

計 20 67 89 159 135 105 115 71 0 761 

男 17 58 61 106 96 59 78 35 0 510 

女 3 9 28 53 39 46 37 36 0 251 

 

家庭問題 

計 3 5 19 24 15 14 21 15 0 116 

男 2 4 8 14 10 11 16 8 0 73 

女 1 1 11 10 5 3 5 7 0 43 

健康問題 

計 4 15 24 52 61 50 59 39 0 304 

男 3 12 16 26 36 24 32 17 0 166 

女 1 3 8 26 25 26 27 22 0 138 

経済・ 
生活問題 

計 1 10 15 30 22 25 16 1 0 120 

男 1 10 12 28 19 14 14 0 0 98 

女 0 0 3 2 3 11 2 1 0 22 

勤務問題 

計 2 11 13 22 17 6 0 0 0 71 

男 2 9 11 19 16 5 0 0 0 62 

女 0 2 2 3 1 1 0 0 0 9 

男女問題 

計 0 6 6 6 2 2 1 0 0 23 

男 0 6 3 1 1 1 1 0 0 13 

女 0 0 3 5 1 1 0 0 0 10 

学校問題 

計 2 7 0 0 0 0 0 0 0 9 

男 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7 

女 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

その他 

計 5 4 3 8 8 3 9 6 0 46 

男 5 4 2 5 5 0 8 2 0 31 

女 0 0 1 3 3 3 1 4 0 15 

不詳 

計 3 9 9 17 10 5 9 10 0 72 

男 2 8 9 13 9 4 7 8 0 60 

女 1 1 0 4 1 1 2 2 0 12 

注）遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで計上可能としているため，原因・動機別の和

と自殺者数とは一致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 
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図３－３ 年齢階級別・原因動機別の自殺者（自殺で亡くなった人）の状況と健康問題の内訳 

     （令和３(2021)年） 

①19 歳以下                  ②20 歳代 

   

③30 歳代      ④40 歳代    

  

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤50 歳代      ⑥60 歳代    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦70 歳代      ⑧80 歳代 

 

 

 
 
 
 
 

出典：広島県警察本部（発見日・発見地） 
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出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 
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（４）職業別の状況 

  ○ 令和３(2021)年では，多い順から被雇用者・勤め人，年金・雇用保険等生活者，その他の無職

者となっています。 

  ○ 被雇用者・勤め人及び主婦が２年連続で増加しています。 

  ○ 令和２（2020）年と令和３（2021）年を比較すると自営業者・家族従業者及び失業者は大きく

増加しています。 

  ○ 19 歳以下は学生・生徒等，20～50 歳代は被雇用者・勤め人，60～80 歳代以上は年金・雇用保

険等生活者が最も多くなっています。 

 

 

図４－１ 職業別の自殺者数（自殺で亡くなった人の数） 

（平成 28(2016)年から令和３年(2021)年） 

 

出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 

  

（人） 
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図４－２ 年齢階層別・職業別の自殺者数（自殺で亡くなった人の数） 

           （令和３(2021)年） 
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出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 
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（５）地域（保健所圏域）別の状況 

  ○ 令和３(2021)年の自殺で亡くなった人の数は，多い順から広島市，福山市，東部保健所圏域

（三原市・尾道市・世羅町）となっています。 

  ○ 令和３(2021)年の自殺死亡率は，多い順から北部保健所圏域（三次市・庄原市），西部呉保健

所圏域（江田島市），東部保健所圏域（三原市・尾道市・世羅町）となっています。 

  ○ 都市部では自殺で亡くなった人の数が多く，過疎地域では自殺死亡率が高い傾向にあります。 

        図５－１ 保健所圏域別の自殺者数（自殺で亡くなった人の数）（令和３(2021)年） 

 

出典：厚生労働省人口動態統計出典  

図５－２ 保健所圏域別の自殺死亡率（令和３(2021)年） 

 

出典：厚生労働省人口動態統計，総務省住民基本台帳人口統計をもとに作成  
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亡
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 西部広島 ：安芸高田市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町 
 西部呉  ：江田島市 
 西部東  ：東広島市・竹原市・大崎上島町 
 東部   ：三原市・尾道市・世羅町 
 東部福山 ：府中市・神石高原町 
 北部   ：三次市・庄原市 
※広島市・呉市・福山市は単独で記載 

※人口動態統計 R3 集計中 

（参考に警察庁自殺統計を記載） 
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（６）月別の状況 

  ○ 令和３(2021)年は，各月が 29 人～59 人で推移しており，多い順からは「３月」，「２月」 

    「９月」となっており，もっとも少ないのは「10 月」となっています。 

  ○ 平成 29（2017）年～令和３（2021）年の合計でみると，「３月」，「11 月」が最も多く， 

    「12 月」が最も少なくなっている。 

 

図６ 月別の自殺者（自殺で亡くなった人の数） 

 

図６ 月別の自殺者数（自殺で亡くなった人の数） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省人口動態統計 
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（７）未遂となった人の状況 

  ○ 自殺で亡くなった人のうち未遂の経験がある人の数は，近年，横ばいでしたが，令和３ 

(2021)年に増加しています。 

  ○ 男女別にみると，男女の数は半々であり，自殺で亡くなった人のうち未遂の経験がある女性

の割合は，男性に比べて高くなっています。 

  ○ 年齢階級別にみると，40 歳代の未遂の経験がある人の数・割合が最も多くなっています。 

  ○ 19 歳以下，40 歳代及び 60 歳代は，未遂の経験がある女性の数の方が，男性より多くなっ 

ています。 

図７－１ 自殺未遂歴を有する自殺者数（自殺で亡くなった人の数）の推移 

       （平成 28(2016)年から令和３(2021)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 

 

図７－２ 年齢階級別・男女別・自殺未遂歴を有する自殺者（自殺で亡くなった人）の状況 

（令和３(2021)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 
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（８）対策を優先すべき対象群 

広島県の自殺でなくなった人を詳細に分析すると，次のような特徴が表れています。 

 

① 若年層の自殺者数は，近年，横ばいであり，死因順位では自殺が依然上位となっています。 

② 中高年層の自殺者数は，近年，減少傾向にありましたが，令和３（2021）年に増加に転じて

います。特に，健康問題，経済・生活問題，勤務問題による自殺で亡くなった人の数が増加

し，うつ病や負債，生活苦，職場の人間関係の悩みなどによる自殺が多くなっています。 

③ 高齢者層の自殺者数は，近年，やや増加傾向にあり，令和３（2021）年に健康問題による 

  自殺で亡くなった人のうち，48.7％を高齢者層が占めており，身体の病気やうつ病で悩んで 

  います。 

④ 自殺で亡くなった人の約２割に未遂の経験があり，自殺未遂者は，再度の自殺を図る可能 

  性が高いと考えられています。 

⑤ 全年齢層において，社会全体のつながりが希薄化している中で，新型コロナウイルス感染 

  拡大により人との接触機会が減り，孤独・孤立の問題が一層深刻化しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

○ 広島県では，平成22(2010)年３月に第１次計画を，平成28(2016)年３月に第２次計画を策定し，

自殺の各段階に応じた支援の基本方針と指標を設定し，取組を実施してきました。 

○ 平成 29（2017）年の自殺死亡率は 16.2 で，第２次計画において当初目標としていた自殺死亡率

16.8 を達成したことから，平成 31（2019）年３月に第２次計画の見直しを行いました。 

○ 見直し後の第２次計画では，自殺の各段階に応じた支援の基本方針と重点施策に関する指標を

設定して取組を実施し，緩やかな減少傾向が続いていましたが，令和３（2021）年に増加に転じ

ました。厚生労働省は，新型コロナウイルス感染症の影響で，自殺の要因となる得る様々な問題

が悪化したことで自殺者が増えた可能性を指摘しており，本県も同様の影響が考えられます。 

図８ 自殺の年次推移と広島県自殺対策推進計画の期間 

 

 

 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

若年層 14.3 12.9 10.5 14.6 12.1 12.5 9.3 10.0 12.3 9.0 10.6 10.5
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（１）いのち支える社会的取組の充実 

ステ 

ージ 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和４(2022)年度 

Ⅰ 

普及啓発実施市町数 22 市町 23 市町 23 市町 

ゲートキーパー養成研修 

実施市町数 
16 市町 19 市町 23 市町 

社会的要因に応じた 

相談体制 

○各種相談窓口の運営 

・健康・経済生活・家庭

勤務 

・民間団体が行う相談 

増加 
支援する 

団体の増加 

○ 普及啓発実施市町数は全市町が実施し目標達成しましたが，ゲートキーパー養成研修実施市町数 

  は全市町で実施されるよう市町を支援していく必要があります。また，今後，相談窓口間の連携強 

  化のため，相談機関職員を重点的な対象とした研修の開催に取り組む必要があります。 

○ 社会的要因に応じた相談支援を行う団体の取組は継続しており，既存の相談窓口が有効に活用され

るよう取り組む必要があるとともに，ＳＮＳを活用した相談体制やインターネットを活用した検索

連動広告やプッシュ型の広報などＩＣＴを有効に活用していく必要があります。 

 

ステ 

ージ 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和４(2022)年度 

Ⅱ 
かかりつけ医と精神科医等

の連携会議設置圏域数 
６圏域 ７圏域 ７圏域 

○   地域のかかりつけ医と精神科医等が構成員となる連携会議は，全７圏域で体制が整備されました。 

更なる連携強化に取り組むとともに，連携に携わる人材育成が必要です。 

 

 

ステ 

ージ 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和４(2022)年度 

Ⅲ 

未遂となった人への介入支

援を実施している医療機関 
２医療機関 ３医療機関 ３医療機関 

自死遺族分かち合いの会 

開催圏域 
５圏域 ５圏域 ７圏域 

○ 自殺未遂者介入支援事業を実施する医療機関から，各圏域の関係医療機関に取組が拡がっています 

  が，全圏域で体制が整備されるよう取り組む必要があります。 

○ 民間の自死遺族支援団体が増加しており，各団体との連携により，遺族支援の充実が図られていま 

  すが，支援が必要な遺族へさらに円滑に情報を提供できるよう取り組む必要があります。 
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指標 
計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和４(2022)年度 

連携支援ネットワーク体制 

構築圏域 
６圏域 ７圏域 ７圏域 

支援コーディネーター 

設置圏域 
６圏域 ７圏域 ７圏域 

○ 全７圏域で連携体制が構築されており，多分野の生きる支援にあたる機関が，自殺対策の一翼を担

っているという意識の共有ができるよう取り組む必要があります。 

 

重

点 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和４(2022)年度 

重

点

① 

ＳＮＳを活用した 

19 歳以下の相談件数 
未実施 91 件/月 60 件/月 

○ 19 歳以下のＳＮＳを活用した相談件数は，目標達成しましたが，若年層の死因は自殺が上位を占め

ており，引き続き，若年層のニーズを把握し体制を強化する必要があります。 

 

重

点 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和４(2022)年度 

重

点 

② 

経済生活相談の窓口から 

心のケアへの連携件数 
106 件/年 69 件/年 400 件/年 

○ コロナ禍における生活福祉資金貸付申請業務の逼迫や別の相談窓口へ行く相談者の負担感などか

ら，こころのケアへの連携が難しい状況があり，今後，経済生活相談窓口の担当者へのゲートキ

ーパー養成研修の重点実施やこころのケアの相談窓口の効果的な周知を行う必要があります。 

 

重

点 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

重

点 

③ 

ストレスチェックの結果を 

集団分析した事業所の割合 
74.6 % 81.5% 90%以上 

○ ストレスチェックの結果を集団分析した事業所の割合は増加しており，更なる拡充に取り組むと 

  ともに，ストレスチェック等からこころのケア等の各種相談につながるよう，相談窓口の効果的 

な周知や事業所の産業保健スタッフ等の人材育成が必要です。 
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○ 令和元（2019）年に目標達成し令和元（2019）年度で終了しております。今後は，精神保健福祉センタ

ーにおいて，今後の災害に備えた市町が行う平時からの相談支援体制の整備への支援を行います。 

 

※基本施策を自殺企図に至るまでの段階をⅠ，Ⅱ，Ⅲの３つのステージに区分している。 

 Ⅰ（ステージⅠ）：様々な要因によって，急性ストレス症状が起こる段階 

 Ⅱ（ステージⅡ）：急性ストレス症状が長期化し，うつ病等の精神疾患を発症する段階 

 Ⅲ（ステージⅢ）：自殺企図に至る段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重

点 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

重

点 

④ 

かかりつけ医と精神科医等

の連携会議設置圏域数 
６圏域 ７圏域 ７圏域 

○ 地域のかかりつけ医と精神科医等が構成員となる連携会議は，全７圏域で体制が整備されまし 

た。更なる連携強化に取り組むとともに，連携に携わる人材育成が必要です。 

 

重

点 
指標 

計画策定（見直し）時 

平成 29(2017)年度 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和４(2022)年度 

重

点 

⑤ 

地域支え合いセンターの 

スキルアップ研修受講市町

数 

未実施 
13 市町 

（令和元（2019）年度） 

13 市町 

※令和元（2019）年度まで 
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第３章 第３次計画の概要 

 

  

 

第３次計画においても，生きる支援が日本一充実している県に向けて取り組み，「誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現」を目指します。 

 

 

 

   令和４（2022）年 10 月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」と近年の自殺の動向を踏 

  まえ，次の３つの基本認識に基づいて取組を推進します。 

 

  （１）自殺は，その多くが追い込まれた末の死である 

     自殺は，人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく，人が命を絶たざるを得な 

    い状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。自殺に至る心理は，様々な

悩みが原因で心理的に追い詰められ，自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ることや， 

    社会のつながりの減少や生きていても役に立たないという役割喪失感から，また，与え 

    られた役割の大きさに対する過剰な負担感から，危機的な状態にまで追い込まれてしま 

    う過程と捉えることができるからです。 

     自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると，大多数は，様々な悩みにより心 

    理的に追い詰められた結果，抑うつ状態にあったり，うつ病，アルコール依存症等の精 

    神疾患を発症していたりするなど，これらの影響により正常な判断を行うことができな 

    い状態となっていることが明らかになっています。 

     このように，個人の自由な意思や選択の結果ではなく，「自殺は，その多くが追い込ま 

    れた末の死」ということができます。 

 

  （２）自殺で亡くなる人の数は減少傾向にあるが，非常事態はいまだ続いている 

     平成 19（2007）年６月に政府は，自殺対策基本法に基づき，政府が推進すべき自殺対策

の指針として自殺総合対策大綱（以下「大綱」という。）を策定し，その下で自殺対策を総

合的に推進してきました。 

     大綱に基づく政府の取組のみならず，地方公共団体，関係団体，民間団体等による様々 

    な取組の結果，基本法が成立した平成 18（2006）年とコロナ禍以前の令和元（2019）年と

で自殺者数を比較すると，男性は 36％減，女性は 39％減となりました。しかし，それでも

非常事態はいまだ続いていると言わざるを得ません。この間，男性，特に中高年男性が大

１ 目指す姿 

２ 自殺対策の基本認識 
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きな割合を占めている状況は変わっていませんが，令和２（2020）年には新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより，

令和２(2020)年は，総数は減少するも女性の自殺者数は増え，令和３（2021）年は，男女

共に自殺者数が増えたことにより総数は増加し，４年ぶりに前年を上回りました。さらに，

我が国の人口 10 万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」という。）は主要先

進７か国の中で最も高く，年間の自殺者数も依然として２万人を超えています。かけがえ

のない多くの命が日々，自殺に追い込まれているのです。 

 

  （３）新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 

     社会全体のつながりが希薄化している中で，新型コロナウイルス感染症拡大により人 

    との接触機会が減り，それが長期化することで，人との関わり合いや雇用形態を始めと 

    した様々な変化が生じています。その中で男女ともに自殺が増加し，また自殺につなが 

    りかねない問題が深刻化するなど，今後の影響も懸念されます。しかしながら，新型コ 

    ロナウイルス感染症の影響は現在も継続しており，その影響について確定的なことは分 

    かっていません。そこで引き続き，新型コロナウイルス感染症拡大の自殺への影響につ 

    いて情報収集・分析を行う必要があります。 

 また，今回のコロナ禍において，様々な分野でＩＣＴが活用される状況となりました。 

今回の経験を生かして，今後，感染症の感染拡大が生じているか否かを問わず，国及び 

地域において必要な自殺対策を実施することができるよう，ＩＣＴの活用を推進します。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では，特に自殺者数が増加した中高年層の男 

性や女性を含め，無職者，非正規雇用労働者，ひとり親やフリーランスなど雇用関係に 

よらない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられることや，不規則な学校生活 

を強いられたり行事や部活動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒たち 

への影響も踏まえて対策を講じる必要があります。 

 

  （４）地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

     我が国の自殺対策が目指すことは「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」 

    であり，自殺対策基本法にも，その目的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすこと 

    のできる社会の実現に寄与すること」とうたわれています。つまり，自殺対策を社会づ 

    くり，地域づくりとして推進することとされています。 

     また，基本法では，都道府県及び市町村は，大綱，地域の実情等を勘案して，地域自 

    殺対策計画を策定するものとされています。あわせて，国は，地方公共団体による地域 

    自殺対策計画策定を支援するため，自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための 

    調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定される指 
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    定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法人」という。）において，都道府県及び市町 

    村を自殺の地域特性ごとに類型化し，それぞれの類型において実施すべき自殺対策事業 

    をまとめた政策パッケージを提供することに加えて，都道府県及び市町村が実施した政 

    策パッケージの各自殺対策事業の成果等を分析し，分析結果を踏まえてそれぞれの政策 

    パッケージの改善を図ることで，より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元 

    することとされています。 

     自殺総合対策とは，このようにして国と地方公共団体等が協力しながら，全国的なＰ 

    ＤＣＡサイクルを通じて，自殺対策を常に進化させながら推進していく取組です。 

 

    

  

  （１）「自殺対策基本法（平成 18（2006）年法律第 85 号）」第 13 条の規定に基づく，自殺総合 

    対策大綱及び県の実情を勘案した都道府県自殺対策計画です。 

  （２）国の「自殺総合対策大綱（令和４年（2022）年 10 月）」が定める，大綱及び地域の実情 

    等を勘案した地域自殺対策計画です。 

 （３）広島県の基本計画である「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」及び「広島県（第８ 

   次）保健医療計画」との整合性を図っています。 

 

 

 

   ＳＤＧs（持続可能な開発目標）は，平成 27（2015）年の国連サミットで採択された「持続可 

  能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載されている，令和 12（2030）年までの世界共通の目 

  標です。持続可能な世界を実現するための 17 の目標と 169 のターゲットから構成され，「地球 

  上の誰一人として取り残さない社会の実現」を目指しています。 

   本計画に掲げる施策と特に関連するＳＤＧsの目標は次のとおりであり，本計画の推進が当該 

  目標の達成に資するものとして位置づけます。 

  

  《本計画に関連するＳＤＧsの目標》 

 

 

   

 

 

 

 

４ 持続可能な開発目標（ＳＤＧs）への対応 

３ 計画の位置づけ 
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  計画期間は，令和５（2023）年４月から令和 10（2028）年３月までの５年間とします。 

  また，社会経済情勢の変化や自殺をめぐる諸情勢の変化，計画の進捗状況や目標達成状況等を 

 踏まえ，必要に応じて計画の見直しを検討します。 

 ＜参考＞ 

  第１次計画       平成 22（2010）年４月から平成 28（2016）年３月 

  第２次計画       平成 28（2016）年４月から平成 31（2019）年３月 

  第２次計画（見直し版） 平成 31（2019）年４月から令和５（2023）年３月 

  

 

 

 

 〇 この計画は，生きる支援に関する取組を，基本施策・重点施策・生きる支援関連施策に区 

   分し，計画に位置付けます。 

  〇 自殺企図に至るまでの段階を３つのステージに区分し，ステージごとに目指す姿を設定しま

す。 

 

 

 

 

 

  〇 また，計画の期間中に施策の検証を行い，効果的な自殺対策を実施していきます。 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５ 計画の期間 

ステージⅠ：様々な要因によって，急性ストレス症状が起こる段階 

ステージⅡ：急性ストレス症状が長期化し，うつ病等の精神疾患を発症する段階 

ステージⅢ：自殺企図に至る段階 

６ 計画の基本的な考え方 

個人の要因 

自殺 

家
庭
の
要
因 

職場・学校・その他
の要因 

急性ストレス症状 

未遂 

(救急搬送) 

ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ 

う
つ
病
等
の
精
神
疾
患 

自
殺
企
図 

   連携・協働して支援する体制の整備 
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（１）基本施策の取組 

① ステージⅠ（様々な要因によって，急性ストレス症状が起こる段階） 

⇒ いのち支える社会的取組の充実 

    ○ 悩みを抱えた人が躊躇なく相談でき，社会的な支援を利用することへの抵抗感を減らす

ために，県民一人ひとりが正しく理解し，見守る社会の実現が必要です。 

○ また，身近な人が悩みに気づき（ゲートキーパーの養成など），悩みに応じて各種相談機

関につなぎ，場合によっては早めの受診を勧奨できる支援体制が整備されていることが必

要です。 

    ○ さらに，生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）を増やし，阻害要因（自殺のリ

スク要因）を減らすことを通じて，生きることの包括的な支援として対策を推進する必

要があります。 

 

   ② ステージⅡ（急性ストレス症状が長期化し，うつ病等の精神疾患を発症する段階） 

⇒ 精神保健医療福祉サービスの充実 

    ○ うつ病等の精神疾患に対しては，早期発見・早期治療といった適切な精神科医療の提供

が必要です。 

    ○ また，精神科医療につながった後も，その人が抱える様々な問題に対して包括的に対応

するため，保健，福祉等の各施策を連動させて支援していくことが必要です。 

 

   ③ ステージⅢ（自殺企図に至る段階） 

⇒ 自死遺族の支援の充実 

    ○ 遺された人は心理的苦痛や困難を抱えており，遺族等が必要とする支援策等に係る情報

提供など継続的な支援が必要です。 

 

   ④ 連携・協働して支援する体制の整備 

    ○ 自殺対策の効果を最大限発揮させて，誰も自殺に追い込まれることのない社会を実現す

るためには，国，地方公共団体，民間団体等の関係機関が連携・協働して取り組むことが

必要です。 

    ○ また，地域レベルの実践的な取組を推進するためには，市町への支援を強化していくこ

とが必要です。 
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 （２）重点施策の取組 

    重点施策においては，第２章１（８）で示した「対策を優先すべき対象群」を本県が取り組む

べき喫緊の課題として捉え，重点的に取り組みます。 

 

   ① 若年層（40 歳未満）の自殺 

    ○ 本県では，若年層の自殺者数は，近年，横ばいであり，死因順位では自殺が依然上位とな

っています。 

    ○ 引き続き，ＩＣＴを活用した相談支援やプッシュ型支援情報の発信に取り組み，自発 

      的には相談や支援につながりにくい傾向がある若者が，より相談しやすい環境づくり 

      を推進します。 

    ○ ＳＯＳの出し方，精神疾患への正しい理解や適切な対応に関する教育を推進します。 

    ○ また，児童生徒のこころの相談対応職員への研修やスクールソーシャルワーカーの配 

      置等の学校における相談体制の充実に向けて取り組むことで，ひとりで悩みを抱え込 

      まないための環境を整備します。 

 

   ② 中高年層（40 歳～59 歳）の自殺 

    ○ 本県では，中高年層の自殺者数は，近年，減少傾向にありましたが，令和３（2021）年に

増加に転じています。特に，健康問題，経済・生活問題，勤務問題による自殺で亡くなっ

た人の数が増加し，うつ病や負債，生活苦，職場の人間関係の悩みなどによる自殺が多

くなっています。 

    ○ ＩＣＴを活用した相談体制や電話相談など対面でない相談体制により，身近で相談し 

      やすい環境づくりを推進します。 

    ○ 経済生活相談や労働相談とこころのケアの連携を強化することで，負債や生活苦，仕事

や職場の人間関係などの悩みから自殺につながることを防止します。 

    ○ また，事業所のメンタルヘルス対策を推進することで，労働者が抱える仕事の悩みで 

      うつ状態になり，自殺につながることを防止します。 

 

   ③ 高齢者層（60 歳以上）の自殺 

    ○ 本県では，高齢者層の自殺者数は，近年，やや増加傾向にあり，令和３（2021）年に 

      健康問題による自殺で亡くなった人のうち，48.7％を高齢層が占めており，身体の病 

      気やうつ病で悩んでいます。 

    ○ 引き続き，かかりつけ医と精神科医等の連携を強化するとともに，自殺のサインに気 

      づき適切な医療につなげる人材の育成を強化し，うつ病等の早期発見・早期治療を促 
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      進します。 

    ○ また，電話による相談体制を構築し，様々なこころの悩みの解消や適切な相談窓口へ 

      の橋渡しなどにより，ひとりで悩みを抱え込まないための環境を整備します。 

   ④ 未遂となった人の再企図の防止 

   ○ 本県では，自殺で亡くなった人の約２割に未遂の経験があり，自殺未遂者は，再度の自殺

を図る可能性が高いと考えられています。 

    ○ 救急医療機関に搬送された人への早期介入支援及び精神科医の関与・救急医療機関と保

健所等地域の相談機関の連携を強化することで，自殺未遂となった人の再企図を防止し

ます。 

    ○ また，自殺未遂者とその家族等への相談体制を構築し，自殺未遂者の再企図の防止と家

族の精神的な不安や孤立感を解消します。  

  

   ⑤ 全年齢層への自殺対策 

   ○ 社会全体のつながりが希薄化している中で，新型コロナウイルス感染拡大により人との

接触機会が減り，それが長期化することで，孤独・孤立の問題が一層深刻化しました。女

性や若者の自殺の増加などは，孤独・孤立の問題も要因の一つと考えられています。 

○ 人とのつながりを一層強化することや，一人で悩みを抱え込んでいる人が，容易に適切な

支援策に係る情報を得ることができるよう，相談窓口情報等の分かりやすい発信を進め

ていきます。 

      

 （３）生きる支援関連施策の取組 

    ○ 自殺は，健康問題，経済・生活問題，人間関係の問題のほか，地域・職場のあり方の変 

      化など様々な要因とその人の性格傾向，家族の状況，死生観などが複雑に関係しており， 

      自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防ぐために 

      は，精神保健的な視点だけなく，社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。 

      また，このような包括的な取組を実施するためには，様々な分野の施策，人々や組織が 

      密接に連携する必要があります。 

    ○ そこで，自殺対策に直接は結びつかないものの，生きる支援に関連している庁内の施策 

      を一覧にして掲載し，「生きる支援関連施策」として取組を推進します。 
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  （１）総括目標 

    ○ 第２次計画（見直し版）を策定した平成 31（2019）年と比較すると，自殺者数及び自 

      殺死亡率は減少傾向にありましたが，令和３（2021）年は４年ぶりに増加し，第２次計画

（見直し版）に目標としていた数値（自殺死亡率 14.2 以下）を達成することはできませ

んでした。 

    ○ 厚生労働省は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々 

      な問題が悪化したことなどにより自殺者数が増加したと要因を分析しています。 

    ○ 本県においても同様の傾向があることから，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に 

      よる影響があったものと考えられます。 

    ○ この計画では，これまでの取組を基本に置きつつ，新型コロナウイルス感染症の影響 

      など喫緊の課題への対応を含め，「誰も自殺に追い込まれることのない広島県の実現」 

      に向けて，自殺死亡率の減少に取り組むこととします。 

    ○ 令和３（2021）年に増加する前の過去５年間（平成 28（2016）年～令和２（2020）年）

の平均自殺死亡率が 15.2 であり，基準値（平成 27（2015）年（第２次計画実施前）の自

殺死亡率 17.5）に比べ，13.1%減少しています。 

    ○ そこで，第３次計画では，過去５年間（平成 28（2016）～令和２（2020））の平均自殺死

亡率 15.2 を 13.1%以上減少させ，13.2 以下にすること（令和９（2027）年の広島県推計

人口から算出した自殺で亡くなる人の数は 360 人となります。）を目指します。 

 

指標 
現状 

令和３（2021）年 

目標 

令和９（2027）年 
増減 

自殺死亡率 

（人口 10 万人当たり） 
１７．６ １３．２以下 ▲４．４ 

（自殺で亡くなった人の数） ４８０人 ３６０人以下※ ▲１２０人 

                         ※令和９（2027）年の広島県推計人口から算出 

図９ 自殺の危機要因イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 目標の設定  

出典：厚生労働省資料 
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（２）評価指標（プロセス評価） 

  ○ 基本施策及び重点施策のうち進捗などが確認できる施策について評価指標を設定し， 

    各取組の点検・評価により，計画の実効性を高め，効果的な推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８ 推進体制等 

ステ 

ージ 
指標 

現状 

令和３(2021)年度 

目標 

令和９(2027)年度 

Ⅰ 

いのち支え

る社会的取

組の充実 

相談機関職員を対象とした 

ゲートキーパー研修の実施市町数 
14 市町 19 市町以上 

Ⅱ 

精神保健医

療福祉サー

ビス 

かかりつけ医と精神科医及び 

相談支援機関等の連携に 

関する研修会の開催圏域数 

４圏域 ７圏域 

Ⅲ 

自殺企図に

至った人や

自死遺族の

支援の充実 

自死遺族支援施策の広報誌やＷＥＢ 

を通じた情報提供市町数 
10 市町 23 市町 

重点① 

若年層 

「こころのライン相談＠広島県」の 

若年層（40 歳未満）相談件数 
1,921 人/年 

 

3,700 人以上/年 

 

重点② 

中高年層 

経済生活相談窓口において 

メンタルヘルスの課題のある人を 

適切な支援につないだ割合 

45%   56%以上 

「ひろしま企業健康宣言事業所」に

おいてメンタルヘルス対策（相談体

制，産業医との面談等）に取り組ん

でいる事業所の割合 

62.1% 80％以上 

ストレスチェックの結果を 

集団分析した事業所の割合 
81.5% 90％以上 

重点③ 

高齢者層 

かかりつけ医と精神科医及び 

相談支援機関等の連携に関する 

研修会の開催圏域数（再掲） 

４圏域 ７圏域 

重点④ 

自殺未遂者 

未遂となった人への介入支援を 

実施している圏域数 
２圏域 ４圏域以上 

重点⑤ 

全年齢層 

「こころのライン相談＠広島県」の 

年間対応率 
68.5% 100％ 
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（１）いのち支える広島プランの策定に係る関係組織 

  ○ この計画の策定に当たっては，保健，医療，福祉，教育，労働，その他の関連施策と 

    の有機的な連携を図るため，幅広い関係組織が参画して検討を行いました。  

 

   

 

   【目的】 
    県の総合的な自殺対策の推進を図るため，計画の検証や評価等を実施 
   【構成】 
    医療・保健・福祉・法律・商工・労働・教育・警察・地域 
 
 

 

    

【目的】 
    県政の重要方針や施策マネジメント等に関する事項について審議 
   【構成】 
    知事・副知事・教育長・各局長 等 

     

    

   【目的】 
    庁内における自殺対策の円滑な推進のため，情報の共有や連携の確保等を実施 
   【構成】 
    庁内各関係課長 

 

 

     

   【役割】 
    （1） 情報収集等  （2） 相談支援  （3） 自殺対策計画支援 
    （4） 連絡調整   （5） 市町及び民間団体への支援 
    （6） 人材育成研修 （7） 市町等における自殺未遂者及び自死遺族等支援に対する助言等 
    

 

       

 【役割】 
  自殺対策担当課としてとりまとめを実施 

 

 

（２）自殺対策の推進体制 

    ○ 「広島県自殺対策連絡協議会」により，本計画に基づく施策の実施状況や目標の達成 

      状況等を把握し，その効果等を評価するとともに，必要に応じて施策を見直す等，ＰＤＣ

Ａサイクルを効果的に機能させます。 

広島県自殺対策連絡協議会 

広島県自殺対策庁内連絡会議 

広島県経営戦略会議 

広島県自殺対策推進センター 

広島県健康福祉局疾病対策課             

８ 推進体制等  
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第４章 施策の方向と具体的取組 

 

１ 施策体系 

 

 

ステージ 
基本方針 

（目指す姿） 
施策の方向 施策項目 

Ⅰ 

いのち支える

社会的取組の

充実 

住民への啓発とスティグマの解

消 
ア 重点的な啓発活動 

自殺対策を支える人材の育成 

ア 多分野での人材養成 

イ ゲートキーパーの養成 

ウ ゲートキーパー養成研修に

係る講師養成 

生きることの促進要因への支援 

ア 子どもや保護者への支援 

イ 家庭・男女問題への支援 

ウ 経済・生活問題への支援 

エ こころの問題への支援 

オ その他の問題への支援 

カ 自殺予告事案等への対応 

Ⅱ 

精神保健医療

福祉サービス

の充実 

適切な精神科医療の提供 
ア 精神疾患等への支援 

イ 慢性疾患等への支援 

保健福祉サービスとの連動 ア 保健・福祉に関する支援 

Ⅲ 
自死遺族の支

援の充実 
遺された人の苦痛の緩和 

ア 自死遺族への支援 

イ 支援体制の充実 

連携・協働して支援する

体制の整備 

関連施策及び関係機関の連携と

総合的な対策の推進 

ア 関連施策及び関係機関との

連携・協働 

市町への支援の強化 ア 市町との連携・協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 
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→ 巻末に施策一覧を掲載 

対象 施策の方向 具体的取組 

若
年
層 

ＩＣＴを活用した対策 
・ＳＮＳを活用した相談体制の構築 

・生きる支援に関するイベントや取組の周知 

子どもからの相談への 

支援 

・児童生徒のこころの相談対応職員への研修 

・スクールソーシャルワーカー配置事業 

・ＳＯＳの出し方や精神疾患への正しい理解や適切な対応に 

関する教育 

・保護者等への啓発 

・教職員等に対する研修 

・児童生徒への相談窓口の効果的な周知 

中
高
年
層 

相談窓口の広報・周知及

び相談支援の強化 

・ＩＣＴを活用したプッシュ型の広報 

・相談窓口（ＳＮＳ，電話等）の設置 

経済生活相談とこころの

ケアの連携 

・経済生活相談窓口における効果的な広報 

・経済生活相談の窓口職員に対する研修 

・生活困窮者自立支援体制の整備支援 

・多重債務に関する相談窓口の連携強化 

・自殺ハイリスク者への法的支援事業 

労働相談とこころのケア

の連携 

・労働相談窓口における効果的な広報 

・ＳＮＳを活用した勤務問題への相談体制の構築 

・労働相談の窓口職員に対する研修 

・労働相談コーナーの運営 

・労働関係機関との連携 

職場のメンタルヘルス 

対策 

・職場における効果的な広報 

・事業所の産業保健スタッフ等に対する研修 

・ストレスチェックを活用した取組の支援 

・働き方改革推進事業 

高
齢
者
層 

医療・保健・福祉へのつな

ぎの強化 

・医療連携体制の構築 

・こころの健康に関するかかりつけ医研修 

・地域包括ケア体制の構築 

相談支援の強化 ・電話による相談窓口の設置 

自
殺 

未
遂
者 

未遂となった人の 

再企図の防止 

・早期介入と包括的な支援体制の構築 

・自殺未遂者支援連絡会議・研修 

・未遂となった人及びその家族等に対する支援 

・未遂となった人への対応に関する研修 

全
年
齢
層 

孤独への対策， 

人とのつながりの強化 

・地域における支え合い活動の推進 

・声かけ，見守りの推進 

相談窓口情報等の分かり

やすい発信とハイリスク

者への相談支援 

・広島県自殺・うつ病対策情報サイトの充実 

・検索連動広告の実施 

・プッシュ型の情報発信 

・インターネット・ゲートキーパーの実施 

重点施策 

生きる支援関連施策 
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２ 基本施策 

（１）いのち支える社会的取組の充実（ステージⅠ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 県民への啓発と周知 

   普及啓発実施市町数は令和３（2021）年度に全市町での実施を達成しました（平成 29（2017）

年度 22 市町→令和３（2021）年度 23 市町）。 

   本県の月別の自殺データを見ると，３月に自殺で亡くなった人の数が増加する等の傾向があり

ます（平成 29（2017）年～令和３（2021）年の５年合計）。 

 

 ○ 自殺対策に関わる人材の育成 

   県内において，毎年約 3,000 人のゲートキーパーを養成してきました。一方で，新型コロナウ

イルス感染症拡大により，一部の市町では養成研修が実施できませんでした（平成 29（2017）年

度 16 市町→令和３（2021）年度 17 市町）。 

 

 ○ 生きることの促進要因への支援 

   子どもや保護者への支援として，小・中・高等学校におけるスクールカウンセラーの配置が進

み，令和３（2021）年度は全ての小中学校及び県立高等学校に配置又は派遣をしています。また，

こころの問題への支援として，こころの電話相談は相談件数が平成 29（2017）年度 1,241 件から

令和３（2021）年度 1,318 件に増加しています。 

 

 

 

● 自殺は，誰もが当事者となり得る重大な問題であるとともに，その多くが追い込まれた末の死

であること等，県民一人ひとりが正しい知識を理解する必要があります。 

● わが国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強いことから，偏見を払拭し，こころの悩み

を抱えた人が辛さや苦しさを打ち明けたり，支援を求めやすい環境を作ることが大切です。 

 【目指す姿】 

○ 県民に自殺に対する正しい基本認識が普及している。 

○ 悩みを抱える人やその支援者が支援情報を知っている。 

○ 自殺のサインに気づき，専門機関へつなぐことのできる人材の養成ができている。 

○ 自殺の様々な要因に対応した窓口が設置され，相談等が実施されている。 

現 状 

課 題 
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● 悩みを抱えた人が支援につながるための情報を適切に届けるとともに，悩みが深刻化する前に

速やかに相談できる体制を構築する必要があります。特に，自殺のリスクが高まる時期には，支

援情報を効果的に届けることが必要です。 

● 県民が身近に接する機会の多い様々な分野でゲートキーパーを養成するとともに，養成したゲ

ートキーパーが地域等で活躍するために，ケーススタディ研修等が必要です。 

● 子どもやその保護者，女性や高齢者等，年代や性別に応じた適切な支援体制が整備される必要

があります。 

● 自殺は複数の危機要因が連鎖して起こるため，うつ状態に陥った際の支援だけでなく，その背

景にある社会的問題に対して，必要な支援を受けられる地域づくりが必要です。 

● 様々な要因に応じた相談窓口が有効に活用されるよう，情報を届け，支援につなげていく必要

があります。 

 

 

① 県民への啓発とスティグマの解消 

  ア 重点的な啓発活動 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

自殺予防週間等

における普及啓

発の推進 

・自殺予防週間等の周知（ポスター，

広報誌，キャンペーン等） 

・講演会や研修会の開催及びパンフ 

レットの配布 

県民の自殺や精神疾患

に対する正しい知識や

意識の向上 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

② 自殺対策を支える人材の育成 

  ア 多分野での人材育成 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

各種相談支援関

係者に対する研

修 

自殺の社会的要因に関連する相談窓

口等の関係者（医療従事者，地域保健

スタッフ，産業保健スタッフ，介護ス

タッフ等）を対象とした，自殺・うつ

病に関する研修 

早期対応することがで

きる人材の育成 

健康福祉局 

・疾病対策課 

地域自殺対策連

絡会議関係者に

対する研修 

保健所に設置した地域自殺対策連絡

会議の関係者を対象とした研修 

早期対応することがで

きる人材の育成 

健康福祉局 

・疾病対策課 

その他県民と身

近に接する職業

の関係者に対す

る研修 

県民と身近に接する職業の関係者（理

容組合等）に対する自殺・うつ病に関

する研修 

早期対応することがで

きる人材の育成 

健康福祉局 

・疾病対策課 

具体的取組 
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市町のゲートキ

ーパー研修の支

援 

市町の行うゲートキーパー研修に対

する支援 

早期対応することがで

きる人材の育成 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

  イ ゲートキーパーの養成 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

ゲートキーパー

研修受講者等へ

の研修 

ゲートキーパー研修受講者等に対す

るケーススタディ等を活用したステ

ップアップ研修 

地域等で中心となる人

材やゲートキーパー相

互の連絡調整を担える

人材を育成 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

ウ ゲートキーパー養成研修に係る講師養成【新】 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

ゲートキーパー

養成研修の講師

養成のための研

修 

ゲートキーパーの講師を養成する 
ゲートキーパーの人材

育成と研修の質の向上 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

図 10 ゲートキーパーの役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自殺をほのめかす言葉が聞かれたとき 

●身近な人の様子がいつもと違うとき 

（何か悩みがありそうだな…）（体調が悪そうだな…） 

 気づく  
 

家族や仲間の変化に気づいて， 

声をかける 

 

 聴く  
 

本人の気持ちを尊重し， 

耳を傾ける 

 つなぐ  
 

本人の気持ちを受け止めてから， 

専門機関に相談するよう促す 

 

 見守る  
 

温かく寄り添いながら， 

じっくりと見守る 

  

「眠れていますか？」 

「最近，しんどそうだけど…」 

「元気ないから心配しているよ」 

「つらかったですね」 

「よく話してくれましたね」 

「よく１人で頑張ったね」 
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 ③ 生きることの促進要因への支援 

  ア 子どもや保護者への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

子どものこころ

の問題に対する

支援 

思春期精神保健福祉相談・指導や，い

じめ・不登校・児童虐待等こころの悩

みや疾患を持つ児童生徒に対する援

助 

子どものこころの問題

に対する適切な医療や

援助の提供 

健康福祉局 

・疾病対策課 

・こども家庭課 

スクールカウン

セラー配置事業 

臨床心理士等の専門家を学校に配置

することによる，子どもの悩みや不安

に係る相談及び教職員の指導のサポ

ート 

児童生徒の悩み等の早

期把握・対処 

教育委員会 

・豊かな心と身

体育成課 

教育相談推進事

業 

「心のふれあい相談室」（教育センタ

ー），「こころの相談室」（福山庁舎），

「いじめダイヤル２４」における相談 

いじめ，不登校等によ

る危機への対応 

教育委員会 

・個別最適な学

び担当 

・豊かな心と身

体育成課 

ヤングテレホン

運営事業 

少年や保護者等を対象にした，電話・

メールによる少年相談の実施 

少年の悩みに係る精神

的負担の軽減 

県警察本部 

・少年対策課 

児童や保護者の

不安や悩みに係

る電話相談等 

こども家庭センター等の相談窓口に

おいて，子育てに悩む保護者等からの

相談を受け，必要な支援を実施 

問題解決に向けた助言

を行うことによる，児

童の健全な育成や育児

不安の軽減 

健康福祉局 

・こども家庭課 

児童家庭支援セ

ンターによる相

談対応 

児童に関する家庭その他からの相談

のうち，専門的な知識及び技術を必要

とするものに対する相談援助等 

児童虐待の発生予防や

親子関係の再構築支援 

健康福祉局 

・こども家庭課 

青少年のインタ

ーネット利用環

境の整備 

インターネットの適正利用に係る広

報，啓発の実施 

フィルタリング利用等

ペアレンタルコントロ

ールの促進 

環境県民局 

・県民活動課 

教育委員会 

・豊かな心と身

体育成課 

県警察本部 

・少年対策課 

子どもに向けた

消費者教育の実

施 

子どもを対象としたお金の使い方や

消費者トラブルに関する啓発 

負債を抱えてしまう若

者の減少 

環境県民局 

・消費生活課 

・学事課 

教育委員会 

・高校教育指導課 

 



35 

イ 家庭・男女問題への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

女性・ＤＶ相談の

実施 
女性相談及び配偶者等の暴力相談 

ＤＶ被害者等の早期発

見，早期対応 

健康福祉局 

・こども家庭課 

一時保護の実施 
ＤＶ被害者等の安全確保のための一

時保護 

ＤＶ被害者等の安全の

確保 

健康福祉局 

・こども家庭課 

 

ウ 経済・生活問題への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

金融経済教育の

強化 

多重債務者発生予防のための金融経

済教育 
多重債務者の発生予防 

環境県民局 

・消費生活課 

経営安定特別相

談事業 

・広島県商工会連合会及び商工会議 

所（13 団体）に設置した「経営安

定特別相談室」における倒産のおそ

れのある中小企業を対象とした経

営相談 

・関係機関の協力による事業再建策 

の検討，倒産に係る円滑な整理の支

援 

倒産のおそれのある中

小企業から事前に相談

の申し出を受け，経営

的に見込みのあるもの

については関係機関の

協力を得て再建の方策

を講じ，見込みのない

ものは円滑な整理を図

ることにより，中小企

業の倒産を伴う社会的

混乱を未然に防止 

商工労働局 

・経営革新課 

ひろしましごと

館の運営 

フリーター等の若年求職者及び中高 

年の就職，社会貢献活動等を支援する 

ための相談及びセミナー，情報提供 

相談・支援による就職

困難者の悩みの軽減 

商工労働局 

・雇用労働政策課 

地域若者サポー

トステーション

の運営 

・ニート等が抱える悩みや課題に係 

る相談・支援 

・関係機関とのネットワークの構築 

相談・支援による就職

困難者の悩みの軽減 

商工労働局 

・雇用労働政策課 

   

 エ こころの問題への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

こころの健康相

談 

保健所及び総合精神保健福祉センタ

ーにおけるこころの健康相談 

地域のこころの健康づ

くり及びうつ病等の精

神疾患の早期発見，早

期対応 

健康福祉局 

・疾病対策課 

広島県こころの

悩み相談 

精神保健に関するスタッフによるこ

ころの悩みに対する電話相談 

こころの悩みの解消や

適切な相談窓口への橋

渡しを支援 

健康福祉局 

・疾病対策課 
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こころの電話相

談 

ひきこもり等こころの悩みを抱える

人に焦点をあてた電話相談 

ひきこもり等のこころ

の悩みに関する相談を

行うことによる地域の

こころの健康づくり 

健康福祉局 

・疾病対策課 

思春期こころの

電話相談 

精神科医療分野における専門家によ

る思春期のこころの問題に対する電

話相談 

思春期のこころの問題

の早期解決 

健康福祉局 

・疾病対策課 

広島いのちの電

話相談 

「広島いのちの電話」が 24 時間年中

無休で実施する電話相談事業に対し，

月１回のフリーダイヤル相談を設置 

自殺企図の未然防止 
健康福祉局 

・疾病対策課 

こころの問題を

抱える人や家族

への支援 

こころの問題を抱える人やその家族

等に対する集団指導 

こころの問題を抱える

人や家族への支援によ

る精神的負担等の軽減 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

 オ その他の問題への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

わたしらしい生

き方応援拠点づ

くり事業 

エソール広島が行う，ＬＧＢＴ相談員

の養成研修及び電話相談に対する支

援 

自分の性別がはっきり

とわからない方，自分

の性的指向や性別の違

和感で悩んでいる方，

職場で安心して働くこ

とができない方などの

思いや悩みに寄り添う

ことでの支援 

環境県民局 

・わたしらしい

生き方応援課 

性犯罪被害者等

のための支援 

性被害に遭われた方が，被害を抱え込

まず，安心して，被害直後から総合的

な支援を受けることができる環境を

実現するため，ワンストップで支援を

行うセンターを運営 

性犯罪被害者等の心身

の負担の軽減，健康の

回復 

環境県民局 

・県民活動課 

被害者支援の推

進 

・犯罪被害者等に対する電話相談な

ど心身に受けた影響からの回復の推

進 

・被害者支援員による犯罪被害者及

び家族に対する直後支援や，被害者支

援カウンセラーによる危機介入 

犯罪被害者及び家族の

精神的負担の軽減 

環境県民局 

・県民活動課 

県警察本部 

・警察安全相談課 
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カ 自殺予告事案等への対応 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

行方不明者（自殺

企図に至った人）

の保護対策の推

進 

 

自殺のおそれのある行方不明者に対

する迅速な手配及び様態に応じた発

見活動等 

自殺企図に至った人の

発見保護による自殺の

未然防止 

県警察本部 

・人身安全対策

課 

インターネット

上の自殺予告に

係る対応 

インターネット上の自殺予告に対す

るプロバイダとの連携による迅速な

発信者の特定及び自殺企図に至った

人の保護 

自殺企図に至った人の

発見による自殺の未然

防止 

県警察本部 

・サイバー犯罪 

対策課 
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（２）精神保健医療福祉サービスの充実（ステージⅡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適切な精神科医療の提供 

うつ病等の精神疾患の早期発見・早期治療のため，かかりつけ医と精神科医等の連携推進に 

ついて取り組み，県内すべての圏域で連携会議の設置等の連携体制が構築されています。 

 ○ 保健福祉サービスとの連動 

   広島ひきこもり相談支援センターでは，令和３（2021）年度に初めて相談件数が 6,000 人を越

え，ひきこもり状態にある本人や家族が適切な医療や社会資源につながるように支援していま

す。また，精神障害があっても地域で安心して生活できるよう，医療，保健，福祉が連携して， 

   入院されている方への退院後支援をしています。 

 

 

 ● うつ病等の精神疾患への適切な医療だけでなく，精神科を受診した後も，生活の問題，福祉の問

題，家族の問題等，様々な問題に対して包括的に対応する必要があります。 

 ● 自殺の要因となる経済・生活の問題，福祉の問題，家族の問題など様々な問題に包括的かつ継続

的に対応するため，精神科医療，保健，福祉等の各施策の連動性を高めて，誰もが適切な精神保

健福祉サービスを受けられるようにすることが必要です。 

 

 

 ① 適切な精神科医療の提供 

  ア 精神疾患等への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

アルコール等の

依存症に対する

取組 

・アルコール健康障害の予防，早期 

発見，早期治療等総合的な支援 

・薬物・ギャンブル等依存症，その他

の依存症の支援の検討 

自殺のハイリスク要因

であるアルコール健康

障害やギャンブル依存

症の予防，早期発見，早

期治療 

 

健康福祉局 

・疾病対策課 

・薬務課 

 【目指す姿】 

○ うつ病等の精神疾患の早期発見・早期治療が行える体制が整備されている。 

○ 精神科治療で対応できない自殺の要因について，精神科から適切な支援機関・団体への連

携ができ，問題解決が図られている。 

現 状 

課 題 

具体的取組 
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精神科救急医療

システムの運用 

精神科救急情報センターにおける相

談及び精神科救急医療施設における

診療及び移送 

精神疾患を有する患者

への迅速な危機対応 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

イ 慢性疾患等への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

がんに関する相

談支援 

がん診療連携拠点病院の相談支援セ

ンターにおいて，がんの治療や療養生

活全般の質問や相談に対応し，がんに

関する様々な情報提供を実施 

がん患者及び家族が抱

える身体的・精神的苦

痛の緩和 

健康福祉局 

・健康づくり推

進課 

がん診療連携拠

点病院における

苦痛のスクリー

ニングの徹底 

がん診療連携拠点病院において，がん

患者の身体的苦痛や精神的苦痛，社会

的苦痛等のスクリーニングを診断時

から外来及び病棟で実施 

診断時からのスクリー

ニングの実施によっ

て，患者の苦痛に関す

る情報を病院内で共有

することにより，苦痛

を抱えた患者へ緩和ケ

アを提供するなど迅速

な対応ができる 

健康福祉局 

・健康づくり推

進課 

 

 ② 保健福祉サービスとの連動 

  ア 保健・福祉に関する支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

ひきこもり相談

支援センター・ス

テーションの設

置・運営 

ひきこもり状態にある本人や家族か

らの電話，来所，訪問等による相談に

応じ，適切な受診等ができるよう支援 

ひきこもり状態の長期

化の防止及び，受診等

必要な支援を行うこと

による自殺リスクの軽

減・排除 

健康福祉局 

・疾病対策課 

精神障害者地域

生活支援事業 

・精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムの構築 

・措置入院者等の退院後支援 

精神障害者が安心して

地域で暮らせることに

よる生きづらさの軽減 

健康福祉局 

・疾病対策課 

・障害者支援課 

発達障害者支援

センター運営事

業 

相談支援，教育・就労支援，家族支援

体制の整備，普及啓発等，発達障害者

や家族に対する総合的な支援を実施 

様々な生活上の困難か

ら自殺のリスクが高い

と言われる発達障害者

への適切な支援 

健康福祉局 

・障害者支援課 
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（３）自死遺族の支援の充実（ステージⅢ） 

 

 

 

 

 

 

  ○遺された人の苦痛の緩和 

 わかちあいのつどいは，行政及び民間で５圏域９団体で開催されており，自殺により遺され 

 た人たちの中で，安心して気持ちを語り，共にわかち合い，支え合う場となっています。 

 

 

● 遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報提供と，遺族に寄り添う支援が重要です。 

 ● 行政と民間団体が連携して，わかちあいのつどいを継続的に開催することが必要です。 

  

 

①遺された人の苦痛の緩和  

ア 自死遺族への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

自死遺族向けの

啓発資料の配布 

自死遺族向けリーフレットの作成・配

布等 

自死遺族に対する必要

な情報の提供 

健康福祉局 

・疾病対策課 

自死遺族自助グ

ループの支援 

自死遺族のための自助グループ運営

に係る協力支援 

自死遺族等の心理的苦

痛の緩和 

健康福祉局 

・疾病対策課 

  イ 支援体制の充実 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

自死遺族への対

応に関する研修 

自死遺族に接する機会の多い相談窓

口の担当者，警察や医療機関の職員等

を対象とした研修 

自死遺族の支援に関わ

る人材の育成及び資質

の向上 

健康福祉局 

・疾病対策課 

民間の自死遺族

支援団体との連

携 

県内でわかちあいのつどいを実施し

ている各団体が連携するための，自死

遺族支援団体連絡会の開催 

自死遺族の心理的苦痛

の緩和及び必要な情報

の提供・共有 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

 

 

 

 

 【目指す姿】 

○ 自死遺族が苦痛の緩和や経験の共有を行える場が提供されている。 

○ 自死遺族が抱える困難や悩みに対する相談支援が実施されている。 

具体的取組 

現 状 

課 題 
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（４）連携・協働して支援する体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ○ 関連施策及び関係機関の連携・協働 

   自殺の各ステージにおいて，生きる支援に携わる関係機関・関係団体は増加しており，各圏 

   域での連携体制も整備が進んでいます。 

 〇 市町との連携 

   平成 28(2016)年に改正された自殺対策基本法においては，都道府県及び市町村は自殺総合対 

   策大綱及び地域の実情等を勘案して，地域自殺対策計画を策定することとされ，県内全市町に 

   おいて計画を策定し，自殺対策を総合的に推進しています。 

 

 

● 自殺は精神保健的な視点だけでなく，生活困窮，孤独・孤立，児童虐待，性暴力被害，ひきこも

り，性的マイノリティ等，関連の分野においても連携が必要です。連携の効果をさらに高めるた

めに，このような様々な分野の生きる支援に携わる人が，それぞれ自殺対策の一翼を担っている

意識を共有することが必要です。 

 ● 市町の自殺対策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う必要があります。 

 

 

 ① 関連施策及び関係機関の連携と総合的な対策の推進 

  ア 関連施策及び関係機関との連携・協働 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

広島県自殺対策

庁内連絡会議の

開催 

庁内関係課との自殺対策に関する協

議及び取組の協働 

庁内での自殺対策の意

識統一と複合的な自殺

の背景への効果的な介

入 

健康福祉局 

・疾病対策課 

関係機関及び庁

内関係課への普

及啓発 

自殺に関する基本的な知識の啓発や

研修会の案内等の実施 

庁内の自殺対策の意識

統一と複合的な自殺の

背景への効果的な介入 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 【目指す姿】 

〇 自殺の複合的な背景に対して，関連施策及び関係機関が，それぞれの役割を果たし取組を

進めるとともに，相互に連携・協働することで，取組の効果が最大化されている。 

○ 広域的な視点から市町の自殺対策を支援することで，県内各地域において実情に応じた対

策が講じられ，県全体で効果的な支援の体制が整備されている。 

現 状 

課 題 

具体的取組 
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生きる支援に取

り組む関係団体

との連携 

生きる支援に取り組む関係団体と連

携した支援 

包括的な支援による問

題解決や自殺のリスク

の軽減 

健康福祉局 

・疾病対策課 

② 市町への支援の強化 

  ア 市町との連携・協働 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

市町と連携・協働

した自殺対策 

自殺対策に関する市町担当者との連

絡調整会議の実施及び，連携支援ネッ

トワーク体制による支援 

県・市町が連携・協働し

ての自殺対策 

健康福祉局 

・疾病対策課 

市町の自殺対策

計画の推進支援 

市町の自殺対策計画の策定・進捗管

理・検証等への支援 

市町の実情に応じた対

策の推進 

健康福祉局 

・疾病対策課 
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３ 重点施策 

（１）若年層への自殺対策 

 

 

 

 

 

 

 

○ 若年層の自殺死亡者の推移は，近年横ばいです。また，令和元（2019）年の死因順位では自殺が

10 歳代で第２位，20 歳代，30 歳代で第１位であり，依然上位となっています。 

 

 

● 若年層は，自発的には相談や支援につながりにくい傾向があるため，若年層にとって身近なＩ

ＣＴを活用した相談支援を充実させることが必要です。 

● 若年層にとって馴染みのあるツールで相談窓口を周知するとともに，ＳＯＳの出し方に関する

教育等，社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるた

めの教育や，精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の健康の保持に係る教育を充実

させることが必要です。 

 ● 本人に関わる人が自殺のサインに気づき，適切な支援や関係機関につなぐ必要があります。 

 

 

 

 ① ＩＣＴを活用した対策 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

ＳＮＳを活用し

た相談体制の構

築 

悩みを抱える若者を対象としたＳＮ

Ｓ相談の体制強化 

若者のコミュニケーシ

ョンツールに適応した

悩み等の解消 

健康福祉局 

・疾病対策課 

教育委員会 

・豊かな心と身

体育成課 

生きる支援に関

するイベントや

取組の周知 

ＳＮＳ等による広報の実施 

県民の自殺や精神疾患

に対する正しい知識や

意識の向上と，相談窓

口の認識により悩みを

抱えた時に相談できる 

健康福祉局 

・疾病対策課 

総務局 

・ブランド・コミ

ュニケーショ

ン戦略チーム 

具体的取組 

課 題 

現 状 

 【目指す姿】 

○ ストレスの初期段階から，自分にとって相談しやすい窓口とつながり，自殺を考える深刻

な状況になっても，ひとりで悩みを抱え込まない環境が整っています。 
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② 子どもからの相談への支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

児童生徒のここ

ろの相談対応職

員への研修 

児童生徒のこころの相談に対応する

関係者向けの研修会を開催 

児童生徒のこころの相

談への適切な助言や対

応スキルの向上 

健康福祉局 

・疾病対策課 

スクールソーシ

ャルワーカー配

置事業 

社会福祉士等の専門家を学校に配置

することによる，経済状況等の生活環

境に課題のある児童生徒の家庭等に

対する支援 

児童生徒の家庭環境の

改善 

教育委員会 

・豊かな心と身

体育成課 

ＳＯＳの出し方

等に関する教育

の実施 

児童生徒を対象に，ＳＯＳの出し方，

精神疾患への正しい理解や適切な対

応に関する教育を推進 

様々な困難やストレス

に直面した際の対処，

心の健康の保持  

教育委員会 

・豊かな心と身

体育成課 

保護者等への啓

発 

保護者等を対象に，ＳＯＳの受け止め

方に関する啓発を実施 

児童生徒のＳＯＳや自

殺のサインに気づける

人の増加 

教育委員会 

・豊かな心と身

体育成課 

教職員等に対す

る研修 

教職員等を対象とした児童生徒の人

間関係づくりや，ストレスへの適切な

対応，ＳＯＳの受け止め方に係る研修 

児童生徒のメンタルヘ

ルスと人間関係づくり

に関する指導力の向上 

教育委員会 

・個別最適な学

び担当 

児童生徒への相

談窓口の効果的

な周知 

児童生徒に対して相談窓口が記載さ

れたカードを配布 

児童生徒が相談窓口を

知り，自分や友人が悩

みを抱えた際に相談で

きる 

教育委員会 

・豊かな心と身

体育成課 
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（２）中高年層への自殺対策 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 本県では，中高年層の自殺者数は，近年，減少傾向にありましたが，令和３（2021）年に増加に

転じています。 

○ 中高年層は，健康問題，経済・生活問題，勤務問題による自殺で亡くなった人の数が増加してい

ます。令和３（2021）年の内訳は，健康問題ではうつ病，統合失調症，その他の精神疾患などが

多く，経済・生活問題では失業，生活苦，負債などで，勤務問題では仕事の失敗，職場の人間関

係，職場環境の変化，仕事疲れが多くなっています。 

 ○ コロナ禍による社会全体の経済状況の悪化，業績不振，テレワークの推奨による勤務環境の変

化が影響している可能性も考えられます。 

 

 

● 特に中高年層の男性は，心の問題を抱えやすい上，相談することへの心理的な抵抗から問題が

深刻化しがちと言われています。一人で悩みを抱え込んでいる可能性が考えられるため，身近で

利用しやすい相談窓口の設置が必要です。 

● 本県で実施しているＳＮＳ相談は，令和４（2022）年から年齢制限を設けず，中高年層も利用で

きるようになりましたが，中高年層の男性の利用率は低いです。また，電話相談の利用を望む声

もあり，中高年層に相談の幅広い選択肢を提供することが必要です。 

 ● 経済・生活問題に関する相談窓口や支援制度を周知し，負債等の問題によってうつ状態になっ

ている方を，こころのケアへ確実につなげる必要があります。 

 ● 事業所のメンタルヘルス対策を推進することで，労働者が抱える仕事の悩みでうつ状態になり，

自殺につながることを防止する必要があります。 

 

 

 ① 相談窓口の広報・周知及び相談支援の強化 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

ＩＣＴを活用し
たプッシュ型の
広報 

検索連動広告やプッシュ型の情報発
信の実施 

支援情報の提供を強化
し，周知を徹底するこ
とで，相談機関へつな
がる人の増加 

健康福祉局 

・疾病対策課 

相談窓口（ＳＮ
Ｓ，電話等）の設
置 

ＳＮＳ，電話等による相談体制の構築 

こころの悩みの解消や
適切な相談窓口への橋
渡しを支援 

健康福祉局 

・疾病対策課 

具体的取組 

課 題 

現 状 

 【目指す姿】 

○ 地域にある関係機関が連携・協働し，安心して相談することができ，様々な問題に対応し

ていく体制づくりが進んでいます。 



46 

② 経済生活相談とこころのケアの連携 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

経済生活相談窓

口における効果

的な広報 

こころの悩みに関する相談窓口につ

いての啓発物の配架等，経済生活相談

窓口に訪れた人が情報を得やすい環

境の整備 

経済・生活問題を抱え，

悩みやこころの不調を

抱える方が相談につな

がる 

健康福祉局 

・疾病対策課 

経済生活相談の

窓口職員に対す

る研修 

経済生活相談を受ける窓口職員を対

象とした，計画的なゲートキーパーの

養成 

経済・生活問題を起因

とする自殺の防止 

健康福祉局 

・疾病対策課 

生活困窮者自立

支援体制の整備

支援 

生活困窮者の自立の促進を図る体制

整備のための研修実施や就労訓練事

業所の認定 

生活困窮者の自立の促

進を図る体制の整備 

健康福祉局 

・社会援護課 

多重債務に関す

る相談窓口の連

携強化 

丁寧に事情を聞いてアドバイスを行

う県及び市町の相談窓口の運営，関係

機関，法律専門家への紹介・誘導等に

よる連携強化 

多重債務解決に向けた

支援 

環境県民局 

・消費生活課 

健康福祉局 

・疾病対策課 

自殺ハイリスク

者への法的支援

事業 

広島弁護士会との連携により，自殺ハ

イリスク者のケア会議等の場に弁護

士を派遣し，法的な支援を実施 

自殺の背景にある法的

問題の解決 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

図 11 自殺ハイリスク者への法的支援事業（広島モデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託契約 

②依頼 

 
・情報共有 

・支援方法等の決定 

ケア会議の開催 

①相談・依頼 

 
・医療機関             ・保健センター 
・訪問看護事業所         ・福祉事務所 
・自殺対策支援コーディネーター   ・地域包括支援センター など 

 広島県：広島県内居住者（広島市内を除く。） 

広島市：広島市内居住者 

広島弁護士会 

③関係者の参加 

医療・保健・福祉の関係者 

③弁護士の派遣 

※本人の同意が要件 

※借金・労働・家庭・学校等の 

 様々な法的問題が対象 

※派遣先の場所は不問 

※本人や支援者の費用 

負担はなし 
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③ 労働相談とこころのケアの連携 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

労働相談窓口に

おける効果的な

広報 

こころの悩みに関する相談窓口につ

いての啓発物の配架等，労働相談窓口

に訪れた人が情報を得やすい環境の

整備 

勤務問題を抱え，悩み

やこころの不調を抱え

る方が相談につながる 

健康福祉局 

・疾病対策課 

ＳＮＳを活用し

た勤務問題への

相談体制の構築 

勤務問題に悩みを抱える方を対象と

したＳＮＳによる相談体制の構築 

勤務問題について気軽

に相談し悩みを解消 

健康福祉局 

・疾病対策課 

労働相談の窓口職

員に対する研修 

労働相談を受ける窓口職員を対象と

した，計画的なゲートキーパーの養成 

勤務問題を起因とする

自殺の防止 

健康福祉局 

・疾病対策課 

労働相談コーナ

ーの運営 

県の労働相談コーナーにおける解雇，

退職，賃金不払，労働条件等の問題に

関する電話及び面談相談 

労働問題を起因とする

自殺予防 

商工労働局 

・雇用労働政策  

 課 

労働関係機関と

の連携 
労働関係機関と連携した研修の実施 

職場におけるこころの

健康づくり 

健康福祉局 

・疾病対策課 

 

④ 職場のメンタルヘルス対策 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

職場における効

果的な広報 

職場において，こころの悩みに関する

相談窓口についての啓発物の配架等，

情報を得やすいような環境を作る 

勤務問題を抱え，悩み

やこころの不調を抱え

る方が相談につながる 

健康福祉局 

・疾病対策課 

事業所の産業保

健スタッフ等に

対する研修 

事業主や安全衛生担当者等を対象と

したこころの健康に関する研修 

職場におけるこころの

健康づくり 

健康福祉局 

・疾病対策課 

ストレスチェッ

クを活用した取

組の支援 

・ストレスチェック実施状況の調査

及びストレスを抱えた人の精神科

医療へのつなぎ 

・事業所が効果的な対策を講じやす

くするための環境整備支援 

職場におけるこころの

健康づくり及びうつ病

等の精神疾患の早期発

見，早期対応 

健康福祉局 

・疾病対策課 

働き方改革推進

事業 

働き方改革優良企業の取組事例に関

する情報発信や，経営者層への働きか

け及び実践支援による，多様な働き方

の広がり促進 

県民の仕事と暮らしの

充実に配慮できる環境

の実現 

商工労働局 

・働き方改革推

進・働く女性応

援課 
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（３）高齢層への自殺対策 

 

 

 

 

 

 

 ○ 令和３（2021）年に健康問題を原因動機の一つとして亡くなった方のうち，48.7％を高齢層が占

めており，うつ病や身体の病気で悩んでいます。 

 ○ 若年層，中高年層では健康問題の中でもうつ病が半数近くを占めますが，高齢になるほど身体

の病気を原因とした自殺が多くなっています。 

 

 

 ● 今後，慢性疾患や複合疾患が多い高齢層の増加が予想されます。 

● かかりつけ医と精神科医等の連携をより一層推進する必要があります。 

 ● 悩みを抱える人の自殺のサインに気づき，各種相談窓口からこころのケアへ確実につなげてい

く必要があります。 

 ● 身体の病気で悩みを抱える人が孤立しないよう，周囲が支えていく必要があります。 

 

 

 ① 医療・保健・福祉へのつなぎの強化 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

医療連携体制の

構築 

地域におけるかかりつけ医と精神科

医等の連携会議の設置及び連携のた

めの検討会等 

うつ病の早期発見と早

期介入 

健康福祉局 

・疾病対策課 

こころの健康に

関するかかりつ

け医研修 

かかりつけ医や産業医を対象とした

精神疾患に関する理解や診断・治療技

術の向上，精神科医等との連携を図る

ための研修 

かかりつけ医のうつ病

等の精神疾患の診断技

術の向上を図るととも

に，かかりつけ医と精

神科医等との連携を図

ることにより，かかり

つけ医によるうつ病等

の早期発見と早期治療

の促進 

 

健康福祉局 

・疾病対策課 

具体的取組 

課 題 

現 状 

 【目指す姿】 

○ こころの悩みもかかりつけ医へ気軽に相談することができ，必要な支援により，地域で生

き生きと暮らせる取組が始まっています。 
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地域包括ケア体

制の構築 

地域の特性に応じた地域包括ケアシ

ステムが継続・強化されるよう，市町

の取組に対し，保健所・専門職派遣等

による支援 

地域関係者の連携によ

る高齢者の見守りや支

援体制づくり 

健康福祉局  

・地域共生社会

推進課 

 

② 相談支援の強化 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

電話による相談

窓口の設置 

 

電話による相談体制の構築 

様々なこころの悩みの

解消や適切な相談窓口

への橋渡しとともに，

必要に応じて対面相談

も可能なきめ細やかな

支援の実現 

健康福祉局 

・疾病対策課 
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（４）自殺未遂者への自殺対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自殺で亡くなった人のうち未遂の経験がある人は，平成 29(2017)年は 83 名から令和３（2021）

年は 105 名に増加し，自殺で亡くなった人全体に占める割合でみても， 17.7％から 21.3％に増

加しています。 

○ 未遂をされた方は，再度の自殺を図る可能性が高いと言われています。 

 

 

● 自殺未遂による救急搬送は，アセスメントや介入，関係機関への橋渡しができる重要な機会で

あり，早期から介入することが重要です。 

● 自殺未遂に至った人には，精神科医の関与，複合的な課題に対する他機関連携体制の整備，か

かりつけ医へのつなぎ等，切れ目のない包括的な支援が必要です。 

  

 

①未遂となった人の再企図の防止  

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

早期介入と包括

的な支援体制の

構築 

・救急医療機関に搬送された人への

早期介入支援及び精神科医の関与 

・救急医療機関と保健所等地域の相

談機関の連携 

・未遂となった人の複合的な課題を

解決するための関係機関同士の連

携 

・かかりつけ医へのつなぎ 

未遂となった人の再企

図防止 

健康福祉局 

・疾病対策課 

自殺未遂者支援

連絡会議・研修 

総合精神保健福祉センターや保健所

職員との自殺未遂に係る情報交換や

研修 

未遂となった人の支援

に関わる人材の育成及

び資質の向上 

 

健康福祉局 

・疾病対策課 

未遂となった人 総合精神保健福祉センターや保健所 未遂となった人の再企 健康福祉局 

 【目指す姿】 

〇 自殺未遂歴のある人やその家族が，できるだけ早く相談機関とつながり，自殺を防ぐ対策

が進んでいます。 

現 状 

課 題 

具体的取組 
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及びその家族等

に対する支援 

における相談 図防止と家族支援 ・疾病対策課 

未遂となった人

への対応に関す

る研修 

未遂となった人に接する機会の多い

相談窓口の担当者，警察や医療機関の

職員等を対象とした研修 

未遂となった人の支援

に関わる人材の育成及

び資質の向上 

健康福祉局 

・疾病対策課 
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（５）全年齢層への自殺対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 社会全体のつながりが希薄化している中で，新型コロナウイルス感染拡大により人との接触機

会が減り，孤立・孤独問題がより一層浮き彫りになりました。 

○ 本県で実施するＳＮＳ相談を知った経緯は，インターネットやホームページ，プッシュ型の広

告などが多くの割合を占めています。 

 

 

● 地域共生社会の実現に向けた施策として，制度の狭間にある人，複合的な課題を抱え自ら相談

に行くことが困難な人などを地域において早期に発見し，確実に支援していくため，地域の

様々な主体による支え合い活動の促進や，分野・制度の枠を超えた相談支援機関の連携等によ

る包括的な支援が必要です。 

● 相談窓口を調べるまで窓口の存在を知らなかったという声もあり，悩んでいる人が容易に情報

を得られるようなプッシュ型の情報発信や，様々な相談窓口からニーズに合った窓口を選択で

きるよう，分かりやすい支援情報の発信が必要です。特に，自殺のリスクが高まる時期には，

支援情報を効果的に届けることが必要です。 

  

 

①孤独への対策，人とのつながりの強化 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

包括的な支援体

制の構築 

 地域のつながりづくりや共生型の

居場所づくり等を通じて，様々な課題

を抱える人を公的支援やインフォー

マル支援へつなげる人材の育成，分

野・制度の枠を超えて関係機関が連

携・協働して相談支援等に取り組む市

町への支援 

 

困りごとを抱える人を

地域の多様な主体が支

えることで，社会的孤

立をなくし，自殺予防

に寄与 

健康福祉局  

・地域共生社会

推進課 

現 状 

課 題 

具体的取組 

 【目指す姿】 

○ 悩んでいる人に声をかけ，話を聞いて，見守り，いつでも相談する相手がいることによっ

て，自殺を思いとどまる人が増えています。 

〇 支援策・相談窓口情報が分かりやすく，悩みを抱える人もそうでない人も，情報にたどり

つきやすい環境が整っています。 
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声かけ，見守りの

推進 

民生委員児童委員，老人クラブ等地域

の支援者の活動を通じた声かけ・見守

り 

悩みを抱える人の早期

発見・早期対応 

健康福祉局  

・疾病対策課 

・地域共生社会
推進課 

②相談窓口情報等の分かりやすい発信とハイリスク者への相談支援 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

広島県自殺・う

つ病対策情報サ

イトの充実 

広島県自殺・うつ病対策情報サイト

を充実させて，正しい知識や悩み

を抱える人が自身のニーズに応じ

た支援情報を容易に取得できる環

境の整備 

支援情報へのアクセス

を容易にし，相談機関

へつながる人の増加 

健康福祉局 

・疾病対策課 

検索連動広告の

実施 

インターネットで自殺に関するキー

ワード（死にたい，消えたい等）を検

索した時に，こころのケアの相談サイ

トが表示され，相談窓口につながりや

すい環境の確保 

悩みを抱えて自殺に追

い込まれているハイリ

スク者の自殺を予防す

る 

健康福祉局 

・疾病対策課 

プッシュ型の情

報発信 

ＳＮＳ等を活用したプッシュ型の情

報発信（ライン広告，バナー広告）の

実施 

支援情報の提供を強化

し，周知を徹底するこ

とで，相談機関へつな

がる人の増加 

健康福祉局 

・疾病対策課 

総務局 

・ブランド・コミ

ュニケーショ

ン戦略チーム 

インターネット・

ゲートキーパー

の実施 

インターネットで自殺に関するキー

ワードを検索した時に，こころのケア

の相談サイトが表示され，ワンクリッ

クで相談を開始できるインターネッ

ト・ゲートキーパーの実施 

悩みを抱えて自殺に追

い込まれているハイリ

スク者の自殺を予防す

る 

健康福祉局 

・疾病対策課 
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４ 生きる支援関連施策 

 

取組 取組内容 期待される効果 担当課 

（１）普及啓発 

人権啓発の推進 

イベントの開催，啓発資料の作成・配

布，マスメディアの活用等による，生

命の大切さ等についての意識を育む

ための啓発の推進 

生命の尊さ・大切さや，

他人との共生・共感の

大切さに係る県民の意

識の向上 

環境県民局 

・わたしらしい

生き方応援課 

薬物乱用防止対

策 

薬物乱用防止教室や薬物乱用防止指

導員による，普及啓発の実施 

薬物乱用による自殺リ

スクの抑制 

健康福祉局 

・薬務課 

（２）人材育成 

保健師研修会 保健師の人材育成を実施 

地域住民に寄り添い自

殺対策を推進する保健

師の資質向上 

健康福祉局 

・健康危機管理  

 課 

学生指導 
保健師等を目指す学生の実習受け入

れ 

将来の保健医療に携わ

り得る人材に対する，

自殺対策の理解促進 

健康福祉局 

・健康危機管理  

 課 

母子保健従事者

研修会 

・妊娠・出産・子育て期にわたる切れ

目のない支援の必要性についての理

解を深めるため，母子保健及び子育て

支援関係者を対象に研修を実施 

・自殺の要因の一つである産後うつ

病の予防や支援について，妊産婦メン

タルヘルスの講義において説明 

支援関係者の資質向上

に伴う住民サービスの

向上 

健康福祉局 

・子供未来応援 

課 

障害者虐待防止

のための人材育

成 

障害者虐待防止法に基づく実効性の

ある取組を進めるため，国が実施する

指導者養成研修への事業者等の派遣

や，市町，事業者等を対象とした虐待

防止・権利擁護に関する研修を実施 

市町や事業所職員等の

虐待防止に係る資質の

向上 

健康福祉局 

・障害者支援課 

ろうあ者専門相

談員 

ろうあ者の福祉増進のため，更生援護

に係る相談に応じ，必要な指導・援助

を実施 

障害を持つ人やその家

族には，様々な生活上

の困難に遭い，自殺の

リスクが高い人もいる

ことから，適切な支援

につなぐことが期待さ

れる 

 

健康福祉局 

・障害者支援課 
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（３）相談支援 

県障害者権利擁

護センターの運

営 

使用者による障害者虐待に係る通報

等の受付，その他相談対応及び障害者

虐待に関する情報収集・分析等を実施 

虐待の早期発見・早期

対応 

健康福祉局 

・障害者支援課 

警察安全相談の

受理 

悩みを抱えた相談者に対する，対処方

法や関係機関の教示及び助言等 

自殺リスクを抱えた者

を早期発見し，必要な

支援につなげる 

県警察本部 

・警察安全相談 

 課 

（４）健康問題 

医療相談 

医療に関する心配事や相談に対し，専

門の相談員が助言や情報提供等を実

施 

心身の不安や悩み等の

解消を図り，必要な支

援へつなげる 

健康福祉局 

・医療介護基盤 

 課 

精神障害者入院

医療費公費負担 

入院させなければ自傷他害のおそれ

があると認められた精神障害者等を

入院させた際に生じる医療費に係る

公費負担 

自傷等のおそれのある

措置入院者に対し，適

切な医療の受診を受け

させることによる自傷

行為等の防止 

健康福祉局 

・疾病対策課 

自立支援医療費

（精神通院）の公

費負担 

精神障害者の通院医療費に係る公費

負担 

精神疾患の治療は期間

が長期となり，費用が

高額となることが多い

ため，通院医療費の自

己負担額を軽減するこ

とで，適切な医療を受

けやすくする 

健康福祉局 

・障害者支援課 

精神障害者地域

包括ケア促進事

業 

重度の精神障害者の通院医療費（一般

診療科）に係る公費負担 

重度の精神障害者へ医

療費の一部を助成し，

受診を促すことで，安

定した地域生活の継

続・地域定着につなが

る 

 

健康福祉局 

・障害者支援課 

認知症疾患医療

センターの設置・

運営 

認知症疾患医療センターの設置・運

営，専門医療相談等による認知症患者

やその家族に対する支援の充実 

認知症疾患の保健医療

水準の向上 

健康福祉局 

・疾病対策課 

若年性認知症の

人への支援 

若年性認知症の人が，その状態に応じ

た適切な支援を受けられるよう，若年

性認知症の人の視点に立った取組を

実施 

若年性認知症の人やそ

の家族の負担・不安の

軽減 

健康福祉局 

・地域共生社会

推進課 

認知症に関する

相談 
認知症に関する専門相談 

認知症に係る問題の早

期発見・早期対応 

健康福祉局 

・地域共生社会

推進課 
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ＨＩＶ・性感染症

に対する正しい

知識の普及啓発 

世界エイズデー等における普及啓発

の推進 

ＨＩＶ・性感染症に対

する偏見や差別の解消 

健康福祉局 

・新型コロナウ

イルス感染症

対策担当 

ＨＩＶ検査 

保健所等におけるエイズ相談・ＨＩＶ

検査及び，エイズ治療拠点病院等にお

けるＨＩＶ検査を実施 

ＨＩＶ感染の早期発見

による，治療や相談へ

の早期のつなぎ 

健康福祉局 

・新型コロナウ

イルス感染症

対策担当 

難病相談事業 
保健所及び難病団体において難病患

者を対象とする相談会等を実施 

難病患者やその家族の

不安の解消及び社会参

加の促進 

健康福祉局 

・疾病対策課 

難病患者地域支

援事業 

難病患者のための相談，支援，入院施

設の確保 

難病患者やその家族の

不安の解消及び社会参

加の促進 

健康福祉局 

・疾病対策課 

難病相談等支援

事業 

難病患者等の日常生活における相談

支援、地域交流活動の促進及び就労支

援などを行う拠点施設を設置し、地域

における患者支援対策を推進 

難病患者やその家族の

不安の解消及び社会参

加の促進 

健康福祉局 

・疾病対策課 

小児慢性特定疾

病児童等自立支

援事業 

小児慢特定疾病等の患者及びその家

族の相談や地域交流会事業を実施し，

患者の自立に向けた総合的な支援を

実施 

小児慢性疾病患者及び

その家族の不安の解消

及び社会参加の促進 

健康福祉局 

・疾病対策課 

くすりと健康相

談窓口事業 

県薬剤師会において一般県民を対象

とする医薬品の適正使用等の相談事

業を推進 

住民の健康等に関する

相談先の充実 

健康福祉局 

・薬務課 

肝炎患者等に対

する支援事業 

・抗ウイルス薬に係る治療費や定期 

検査費用の助成 

・肝がん・重度肝硬変対象医療費の助 

 成 

・肝炎ウイルス陽性者のフォローア 

ップ 

自殺の原因となりう

る，治療や検査に係る

経済的負担の軽減及び

病態に応じた適切な治

療を受ける機会の提供

による健康に対する不

安の軽減 

健康福祉局 

・薬務課 

肝炎ウイルス検

査事業 
無料肝炎ウイルス検査の実施 

病態が重症化する前に

感染を発見し，早期治

療に繋げ，自殺の原因

となる健康問題の発生

防止を図る 

健康福祉局 

・薬務課 
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肝疾患に関する

相談体制の整備 

肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患

相談室の整備，ひろしま肝疾患コーデ

ィネーターの養成・活用 

面談や患者対応時に自

殺リスクを早期に発見

し，支援へと繋げる 

健康福祉局 

・薬務課 

介護予防事業の

推進 

・地域づくりを推進するため，アド 

バイザー派遣により，住民運営の通

いの場の拡充や自立支援に資する

地域ケア会議の展開を支援 

・地域活動に携わるリハビリテーシ 

ョン専門職の人材育成 

高齢者の孤独感の解

消，閉じこもりやうつ

傾向の人の早期発見 

健康福祉局 

・健康づくり推

進課 

（５）経済・生活問題 

ヤミ金撲滅に向

けた取締りの強

化 

金融犯罪の相談及び取締りの強化 ヤミ金融の被害の防止 
県警察本部 

・生活環境課 

高齢者の権利擁

護に関する相談 
高齢者の権利に関する専門相談 

高齢者の権利擁護に係

る問題の早期発見・早

期対応 

健康福祉局 

・地域共生社会

推進課 

（６）勤務問題 

労使紛争の解決 

・労働争議の調整 

・個別労働関係紛争のあっせん 

・不当労働行為の審査 

労働トラブルを起因と

する自殺予防 

労働委員会 

事務局 

医療勤務環境改

善支援センター

の運営 

医療機関の勤務環境改善の取組に対

し，専門知識を持ったアドバイザーが

支援する 

勤務環境の改善を進め

ることによる，医療従

事者の負担軽減 

健康福祉局 

・医療介護基盤 

 課 

（７）手段の防止 

医薬品等の監視

指導 

薬局，医薬品販売業及び医薬品等を業

務上取り扱う施設への立入検査等 

自殺の手段となる医薬

品の適正な取り扱いの

徹底 

健康福祉局 

・薬務課 

毒物及び劇物の

監視指導 

毒物等の製造業及び販売業，取扱施設

等への立入検査 

自殺の手段となる毒物

等の適正な保管管理等

の徹底 

健康福祉局 

・薬務課 

農薬の危害防止 

農林水産部局と連携した農薬に対す

る正しい知識の普及及び農薬の適正

管理の指導 

自殺の手段となる農薬

の適正な保管管理等の

徹底 

健康福祉局 

・薬務課 
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（８）前向きな支援 

動物愛護教室 

新たな動物愛護センターを活用し，動

物とのふれあいや収容処分の実態等

について学ぶ動物愛護教室を開催 

動物とのふれあいや命

の大切さを考えること

を通じた，人に対する

優しい心の育成 

健康福祉局 

・食品生活衛生 

 課 

犬猫の譲渡 

狂犬病予防法，動物の愛護及び管理に

関する法律に基づき収容した犬猫の

内，譲渡適性の高い犬猫を一般の方に

無償で譲渡 

犬や猫を飼うことを通

じた，人に対する優し

い心の育成 

健康福祉局 

・食品生活衛生 

 課 

心のバリアフリ

ー推進員設置事

業 

障害者及びその家族や事業者等から

の相談対応 

障害を持つ人やその家

族には，様々な生活上

の困難や差別等に遭

い，自殺のリスクが高

い人もいることから，

適切な支援につなぐこ

とが期待される 

健康福祉局 

・障害者支援課 

（９）県職員における取組 

メンタルヘルス

相談（県職員） 

県職員及び家族等を対象に，保健師・

専門医・産業カウンセラー・民間医療

機関による相談及びメール相談を実

施 

メンタル不全の早期発

見と重症化予防 

総務局 

・人事課 

メンタルヘルス

セミナー（県職

員） 

県職員を対象に，ストレス対処や，管

理職の役割等をテーマにしたセミナ

ーを実施 

セルフケア・ラインケ

アの知識を深め，メン

タル不全を未然に防止 

総務局 

・人事課 

ストレスチェッ

ク（県職員） 

県職員を対象に，ストレスチェックを

実施 

職員自身のストレス状

況への気づきや職場環

境改善を通じて，メン

タル不全を未然に防止 

総務局 

・人事課 

メンタルヘルス

相談（教職員・管

理職） 

・県立学校及び県教育委員会事務局

等の教職員を対象に，臨床心理士の派

遣や専門医療機関の医師による相談

を実施 

・管理職を対象にメンタルヘルスマ

ネジメント相談，職場環境改善相談を

実施 

 

メンタルヘルス不調者

への適切な対応や職場

環境づくりによる，メ

ンタル不全の未然防止 

教育委員会 

・健康福利課 
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メンタルヘルス

研修会（教職員） 

県立学校及び県教育委員会事務局等

の教職員や管理職を対象とした研修

の実施 

ストレスやメンタルヘ

ルスの正しい知識の習

得によるメンタル不全

の未然防止 

教育委員会 

・健康福利課 

ストレスチェッ

ク（教職員） 

県立学校及び県教育委員会事務局等

の全教職員を対象に，ストレスチェッ

クを実施 

自らのストレス状況を

把握し，セルフケアに

つなげる 

教育委員会 

・健康福利課 

復職トレーニン

グ事業（教職員） 

県立学校及び市町立小中学校の教員

のうち，精神疾患による病気休職中

で，復職可能に近い状態である者に，

復職支援を実施 

職場への円滑な復帰及

び復職後の再発防止 

教育委員会 

・健康福利課 
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５ 生きる支援に関連する民間団体等 

 

区分 団体名 概要 

こころ 

社会福祉法人広島いの

ちの電話 

生活の困難やこころの危機を抱え１人で悩んでいる方に対し，24

時間年中無休であらゆる悩みの電話相談に応じる。 

一般社団法人広島県精

神保健福祉協会 

「こころの電話」において，こころの健康に対するあらゆる問題，

悩み，トラブルなどについての相談に応じる。 

各広島ひきこもり相談

支援センター 

ひきこもりの問題を抱える 18 歳以上の方及び家族の相談に応じ

る。 

○西部センター：ＮＰＯ法人青少年交流・自立・支援センターＣ

ＲＯＳＳ 

○中部・北部センター：特定非営利活動法人ＦＯＯＴ＆ＷＯＲＫ 

○東部センター（サテライト）：特定医療法人仁康会小泉病院 

広島県断酒会連合会 

酒害に苦しむ者が同じ仲間との集団療法によって，自らの意志で

酒を断ち，人間関係を強め孤独から脱却することで生きる力を強

める。 

ＡＡ中四国セントラル

オフィス 

自ら飲酒問題があり，その飲酒のとらわれから回復しようとする

人たちの自助グループ。 

ＮＰＯ法人アラノン・

ジャパン 

アルコール依存の問題を持つ人の家族と友人が，お互いの共通の

問題を解決していく自助グループ。 

社会福祉法人光の園広

島マック 

アルコール・薬物・ギャンブル等で苦しんでいる人に対して，依

存のない新しい生き方を支援するとともに，家族や周りに人たち

の相談支援も実施。 

ＧＡ広島 

ギャンブルの問題について，経験と力と希望を分かち合って共通

の問題を解決し，他の人たちもギャンブルの問題から回復するよ

うに手助けしたいという共同体。 

ギャマノン 
ギャンブルの依存症者（パチンコ依存症者）の家族や友人のため

の自助グループ。 

ＮＰＯ法人自殺防止ネ

ットワーク風 

お寺を中心としたネットワークづくりを進め，全国各地の自殺志

願の方や自殺者遺族の方々の悩み・相談に応じる。 

ひろしまＳotto（ＮＰＯ

法人京都自死・自殺相談セ

ンター広島支部） 

死にたい思いを抱えている人が，少しでもあたたかな気持ちです

ごせるような居場所づくりを行う。 
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ＮＰＯ法人小さな一

歩・ネットワークひろ 

しま 

孤独や孤立，悲しみ，寂しさ，怒りや葛藤，苦しさなど，こころ

に大きな重荷を背負う方に，その荷卸し場として，自助グループ 

による分かち合いや，常設型傾聴スペース「こころのともしび」

の運営を行う。 

ＮＰＯ法人ふれあい館

ひろしま 

主に竹原市及びその近郊の住民に対して，子育て支援事業，子育

て・介護・ホスピス等相談事業，世代間交流事業並びに子育て・

介護・ホスピス等相談関係団体等との交流に関する事業を実施。 

医療 

一般社団法人広島県臨

床検査技師会 
電話によるＨＩＶ検査・相談に応じる。 

一般社団法人広島県精

神科病院協会 

「精神科救急情報センター」において，精神疾患のある方やその

家族からの電話相談に応じ，情報の提供や，必要に応じた各医療

機関との連携を実施。 

広島県精神神経科診療

所協会 

県内で精神科医として診療に従事する精神科医師の集まりで，自

殺対策やメンタルヘルスの啓蒙活動や「こころの健康よろず相

談」による直接相談を実施。 

公益社団法人広島県看

護協会 

県民の健康と福祉の増進を目的とし，保健師，助産師，看護師及

び准看護師の専門的教育と学術の研究を実施。 

一般社団法人広島県医

師会 

社会保険医療・介護保険の充実，地域医療・地域保健並びに地域

福祉の向上，医学教育の向上，公衆衛生の指導啓発を実施。 

子ども 

公益社団法人青少年育

成広島県民会議 
青少年の健全な育成を図ることを目的に，様々な事業を実施。 

ＮＰＯ法人ひろしまチ

ャイルドライン子ども

ステーション 

18 歳までの子どもがかける「子ども電話」に関する事業を行い，

子どもの状況を社会に伝えると共に，「子どもの権利条約」の啓

発，子どもが豊かに育つ環境創りに寄与することを目的とする。 

労働 

独立行政法人労働者健

康安全機構広島産業保

健総合支援センター 

働く人々の健康を確保するため，事業場で産業保健活動に携わる

関係者（産業医・保健師・看護師・衛生管理者・事業主・人事労

務担当者等）に対し，産業保健研修会や専門的相談等を実施する

とともに，治療と職業生活の両立支援対策に係る各種支援を実

施。 

各地域産業保健センタ

ー 

労働者数 50 人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働

く人を対象として，労働安全衛生法で定められた保健指導などの

産業保健サービスを提供。 

日本労働組合総連合会

広島県連合会 

政策制度や労働条件の改善活動，平和・人権・環境を守るための

市民活動，男女平等参画社会の実現に向けた活動，政治活動，国

際連帯活動等を実施。 

経営 
広島県商工会連合会， 

商工会議所（13 団体） 

「経営安定特別相談室」において，中小企業の倒産を防止するた

めの相談に応じる。 
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経済 

公益財団法人日本クレ

ジットカウンセリング

協会 

「多重債務ほっとライン」を通じて，多重債務者の債務整理と生

活再建のためのカウンセリングを実施。 

日本貸金業協会 

「貸金業相談・紛争解決センター」を通じて，多重債務の再発防

止を目的とした生活再建支援カウンセリング・家計管理診断・貸

付自粛申告の受付け・講師派遣などを行う。 

生活 

公益財団法人広島県男

女共同参画財団 

男女共同参画社会の実現をめざして「情報・研修・相談・交流・

チャレンジ支援」の５部門を柱とする事業を実施。 

相談事業については，家族の悩み，職場の人間関係，恋人やパー

トナーのこと，性別の違和感や周囲の理解等，様々な悩みについ

て電話相談・面接相談に応じる。 

ＮＰＯ法人反貧困ネッ

トワーク広島 

生活困窮者に対し，人間らしい生活と労働の保障を実現するべ

く，法律家，団体及び市民が連携し，貧困問題を社会的・政治的

に解決するための行政・各種団体への働きかけ・政策提言・意見

表明を行い，貧困にかかわる相談や講演，路上生活者等の一時保

護施設の運営に関する事業を行い，誰もが生き生きと暮らせる社

会の実現に寄与することを目的として活動。 

社会福祉法人広島県社

会福祉協議会 

地域での様々な生活上の問題を見つけだし，住民相互の理解を深

めてもらう講座や，身近に暮らす人たちが相互に関係を深めても

らう場づくり，具体的な支え合いの方法などの提案と，その活動

展開を実施。 

広島県民生委員児童委

員協議会 

県内（広島市を除く。）の民生委員児童委員を会員とし，会員の

資質向上のための研修会や，委員活動の広報等を実施。 

公益社団法人広島県老

人クラブ連合会 

地域の高齢者が，明るい長寿社会をめざし，生活を豊かにする楽

しい活動や，地域を豊かにする社会活動を実施。 

法律 

広島弁護士会 

県内各地に法律相談センターを設置して相談に応じるとともに，

労働問題無料電話相談，高齢者・障がい者無料法律電話相談，こ

ども電話相談，被害者電話相談，生活保護電話相談，中小企業ひ

まわりほっとダイヤル等の無料法律相談を実施。 

法テラス広島 

問合せの内容に応じて，解決に役立つ法制度や地方公共団体・弁

護士会・司法書士会・消費者団体などの関係機関相談窓口を無料

で案内。 

その他 

性被害ワンストップセ

ンターひろしま 

性被害にあわれた方が，被害を抱え込まず，プライバシーを守ら

れながら安心して，電話相談をはじめ面接相談や医療機関の受

診，法律相談，カウンセリングなどの総合的な支援を受けること

のできる相談窓口を運営。 

公益社団法人広島被害

者支援センター 

犯罪や事故に遭われた方やその家族をサポートするため各種相

談を実施。 
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●参考資料 

【広島県の自殺に関するデータ】 

  表１ 自殺で亡くなった人の数及び自殺死亡率の推移 

 広島県 全 国 

総数 自殺死亡率 (男性) (女性) 総数 自殺死亡率 (男性) (女性) 

Ｈ５年 476 16.7 308 168 20,516 16.6 13,540 6,976 

Ｈ６年 443 15.5 331 112 20,923 16.9 14,058 6,865 

Ｈ７年 513 17.9 335 178 21,420 17.2 14,231 7,189 

Ｈ８年 481 16.8 318 163 22,138 17.8 14,853 7,285 

Ｈ９年 491 17.1 336 155 23,494 18.8 15,901 7,593 

Ｈ10 年 701 24.5 500 201 31,755 25.4 22,349 9,406 

Ｈ11 年 658 23.0 481 177 31,413 25.0 22,402 9,011 

Ｈ12 年 605 21.2 425 180 30,251 24.1 21,656 8,595 

Ｈ13 年 623 21.8 461 162 29,375 23.3 21,085 8,290 

Ｈ14 年 627 22.0 438 189 29,949 23.8 21,677 8,272 

Ｈ15 年 650 22.8 475 175 32,109 25.5 23,396 8,713 

Ｈ16 年 640 22.4 460 180 30,247 24.0 21,955 8,292 

Ｈ17 年 623 21.9 463 160 30,553 24.2 22,236 8,317 

Ｈ18 年 652 22.9 456 196 29,921 23.7 21,419 8,502 

Ｈ19 年 684 24.1 498 186 30,827 24.4 22,007 8,820 

Ｈ20 年 632 22.3 426 206 30,229 24.0 21,546 8,683 

Ｈ21 年 668 23.6 487 181 30,707 24.4 22,189 8,518 

Ｈ22 年 607 21.5 449 158 29,554 23.4 21,028 8,526 

Ｈ23 年 553 19.6 374 179 28,896 22.9 19,904 8,992 

Ｈ24 年 579 20.6 411 168 26,433 21.0 18,485 7,948 

Ｈ25 年 556 19.8 402 154 26,063 20.7 18,158 7,905 

Ｈ26 年 543 19.4 381 162 24,417 19.5 16,875 7,542 

Ｈ27 年 492 17.5 339 153 23,152 18.5 16,202 6,950 

Ｈ28 年 431 15.4 287 144 21,021 16.8 14,642 6,379 

Ｈ29 年 451 16.2 317 134 20,468 16.4 14,336 6,132 

Ｈ30 年 428 15.4 290 138 20,031 16.1 13,851 6,180 

Ｒ１年 410 14.8 291 119 19,425 15.7 13,668 5,757 

Ｒ２年 401 14.6 253 148 20,243 16.4 13,588 6,655 

Ｒ３年 480 17.6 330 150 20,291 16.5 13,508 6,783 

 
出典：厚生労働省人口動態統計 

 
※なお自殺死亡率は，平成 19(2007)年分までは，広島県は広島県統計年鑑に，全国は自殺対策白書（内閣府）に掲載される

数値を，平成 20(2008)年分以降は，広島県，全国とも，人口動態統計（確定数）の概況（厚生労働省）を使用した。 
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  表２ 全国の都道府県の中でみる広島県の自殺死亡率 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和１年 令和２年 令和３年 

自殺死亡率 15.4 16.2 15.4 14.8 14.6 17.6 

県順位 39 位 28 位 32 位 38 位 41 位 12 位 

（参考）       

１位の都道府県 秋田県 秋田県 和歌山県 秋田県 岩手県 青森県 

自殺死亡率 23.8 24.4 21.2 20.8 21.3 23.4 

出典：厚生労働省人口動態統計 

  表３ 年齢階級別の自殺の死因順位 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和１年 令和２年 令和３年 

10 歳代 ２位 １位 １位 ２位 １位  

20 歳代 １位 １位 １位 １位 １位  

30 歳代 １位 １位 １位 １位 １位  

40 歳代 ２位 ２位 ２位 ３位 ３位  

50 歳代 ３位 ３位 ４位以下 ３位 ４位以下  

60 歳代 ４位以下 ４位以下 ４位以下 ４位以下 ４位以下  

70 歳代 ４位以下 ４位以下 ４位以下 ４位以下 ４位以下  

80歳代以上 ４位以下 ４位以下 ４位以下 ４位以下 ４位以下  

出典：厚生労働省人口動態統計 

 

  表４ 原因動機別・職業別の自殺で亡くなった人の状況 

  平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和１年 令和２年 令和３年 

原

因

動

機

別 

健康問題 241 271 275 239 258 304 

経済・生活問題 59 62 59 57 60 120 

家庭問題 48 57 43 50 70 116 

勤務問題 24 28 28 15 48 71 

男女問題 9 13 10 9 20 23 

学校問題 1 5 8 1 10 9 

その他 19 15 22 25 29 46 

職

業

別 

自営業・家族従事者 25 34 21 25 11 29 

被雇用者・勤め人 145 156 156 128 150 163 

学生・生徒等 13 18 16 19 14 19 

主婦 29 35 27 23 32 49 

失業者 21 16 12 21 10 21 

年金・雇用保険生活者 151 141 161 142 128 138 

その他無職者 68 65 49 79 78 64 

出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 

集 

計 

中 
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  表５ 地域（保健所圏域）別の推移 

①自殺で亡くなった人の数 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和１年 令和２年 令和３年 

西部 19 22 19 10 17  

西部広島支所 33 27 35 21 20  

西部呉支所 4 3 6 3 2  

西部東 36 35 39 28 32  

東部 53 58 41 45 35  

東部福山支所 9 6 5 7 7  

北部 27 24 24 17 17  

広島市 150 170 146 166 167  

呉市 27 44 39 52 42  

福山市 73 62 80 61 62  

出典：厚生労働省人口動態統計 

 

 

②自殺死亡率 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和１年 令和２年 令和３年 

西部 13.2 15.3 13.1 6.9 11.8  

西部広島支所 19.1 15.7 20.1 12.1 11.6  

西部呉支所 16.3 12.6 24.9 12.8 8.7  

西部東 16.7 16.3 17.7 12.7 14.5  

東部 20.9 23.2 16.3 18.1 14.3  

東部福山支所 17.8 12.1 10.1 14.4 14.6  

北部 29.6 26.6 20.1 19.3 19.6  

広島市 12.8 14.5 12.2 13.9 14.0  

呉市 11.7 19.3 17.1 23.1 19.0  

福山市 15.7 13.4 17.0 13.0 13.2  

出典：厚生労働省人口動態統計，総務省住民基本台帳人口統計をもとに作成 

 

  

集 

計 

中 

集 

計 

中 
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（参考）広島県の保健所等の区域と人口 

市・保健所の名称等 該当する市町名 人口 

広 島 市 広島市 1,189,149 

呉 市 呉市 213,008 

福 山 市 福山市 463,324 

県 

保 

健 

所 

西 部 保 健 所 大竹市，廿日市市 142,988 

西部保健所

広島支所 

旧芸北地域 
安芸高田市，安芸太田町， 

北広島町， 
51,168 

安芸郡地域 府中町，海田町，坂町，熊野町 119,870 

西部保健所呉支所 江田島市 21,770 

西 部 東 保 健 所 竹原市，東広島市，大崎上島町 220,263 

東 部 保 健 所 三原市，尾道市，世羅町 237,659 

東部保健所福山支所 府中市，神石高原町 45,722 

北 部 保 健 所 三次市，庄原市 83,766 

広  島  県 2,788,687 

  ※ 広島市，呉市，福山市は，各市が保健所を設置しており，その他の市町の区域は，県が設 

置する保健所が管轄している。 

  ※ 人口は，令和４(2022)年 1月 1日現在の住民基本台帳人口(総務省)による。 

 

 

 

  表６ 月別の自殺で亡くなった人の数 

  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

平成 28 年 30 39 57 32 38 27 47 30 27 34 40 30 

平成 29 年 44 32 34 49 47 30 39 45 34 27 38 32 

平成 30 年             

令和１年             

令和２年             

令和３年             

出典：厚生労働省人口動態統計 

 

 

  

集 計 中 
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 表７ 自殺で亡くなった人の自殺未遂経験の有無 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和１年 令和２年 令和３年 

あり 84 83 73 89 87 105 

 男性 39 44 34 53 46 52 

女性 45 39 39 36 41 53 

なし 253 279 276 261 248 288 

 男性 179 207 198 192 162 203 

女性 74 72 78 69 86 85 

不明 118 106 97 90 95 99 

 男性 84 75 65 63 70 77 

女性 34 31 32 27 25 22 

出典：警察庁自殺統計（発見日・発見地） 

 

 

 表８ 地域自殺実態プロファイル（2021）データ 

（自殺で亡くなった人の数の上位５区分（５年計：平成 28 年～令和２年，自殺日・住居地）） 

 区分 人数 自殺死亡率 
（全国の自殺死亡

率） 

1 位:男性 60 歳以上無職同居 269 25.6 28.0 

2 位:男性 40～59 歳有職同居 232 16.6 16.4 

3 位:女性 60 歳以上無職同居 224 13.4 12.8 

4 位:男性 60 歳以上無職独居 179 95.8 88.8 

5 位:男性 20～39 歳有職同居 145 15.1 14.3 

出典：自殺総合対策推進センター地域自殺実態プロファイル（2021） 

※更新版を掲載予定 
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【用語解説】 

 

第２章 

用語 解説 

厚生労働省人口動態統計 人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的

として厚生労働省が調査・公表しています。「戸籍法」及び「死産の届出に関する

規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象として日

本の人口動態を示します。 

警察庁自殺統計とは，日本人のみを対象とし，かつ，死亡者の住所地を基準にし

ている点で異なっています。 

総務省住民基本台帳人口 総務省統計局が毎年公表している住民基本台帳に登載されている人口の統計で

す。 

警察庁自殺統計 警察庁が毎年「生活安全の確保に関する統計」の中で公表している自殺に関する

詳細な統計資料です。全国及び都道府県ごとの原因動機別，職業別，月別の状況な

ど，自殺の傾向や背景を把握できる重要な資料となっています。 

厚生労働省人口動態統計とは，外国人の方も含まれていることや，発見地を基準

（本計画では，主に発見日・発見地による統計を利用）としている点において異な

っています。 

健康問題 警察庁自殺統計において，自殺の原因・動機として集計されています。健康問題

の中には，身体の病気，うつ病，統合失調症，アルコール依存症，薬物乱用，その

他の精神疾患，身体障害の悩み等の区分があります。 

経済・生活問題 警察庁自殺統計において，自殺の原因・動機として集計されています。経済・生

活問題の中には，倒産，事業不振，失業，就職失敗，生活苦，多重債務，連帯保証

債務，その他の負債，借金の取り立て苦，自殺による保険金支給等の区分がありま

す。 

家庭問題 警察庁自殺統計において，自殺の原因・動機として集計されています。家庭問題

の中には，親子関係の不和，夫婦関係の不和，その他の家族関係の不和，家族の死

亡，家族の将来を悲観，家族からのしつけ・叱責，子育ての悩み，被虐待，介護・

看護疲れ等の区分があります。 

勤務問題 警察庁自殺統計において，自殺の原因・動機として集計されています。勤務問題

の中には，仕事の失敗，職場の人間関係，職場環境の変化，仕事疲れ等の区分があ

ります。 

男女問題 警察庁自殺統計において，自殺の原因・動機として集計されています。男女問題

の中には，結婚をめぐる悩み，失恋，不倫の悩み，その他の交際をめぐる悩み等の

区分があります。 

学校問題 警察庁自殺統計において，自殺の原因・動機として集計されています。学校問題

の中には，入試に関する悩み，その他進路に関する悩み，学業不振，教師との人間

関係，いじめ，その他学友との不和等の区分があります。 

その他（警察庁自殺統計） 警察庁自殺統計において，自殺の原因・動機として集計されています。犯罪発覚

等，犯罪被害，後追い，孤独感，近隣関係等の区分があります。 
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うつ病 精神活動が低下し、抑うつ気分、興味や関心の欠如、不安・焦燥、精神運動の制

止あるいは激越、食欲低下、不眠などが生じ、生活上の著しい苦痛や機能障害を引

き起こす精神疾患です。診断としては、ＩＣＤ－11（国際疾病分類）やＤＳＭ－５

（精神疾患の診断・統計マニュアル）といった診断基準により、症状のそろった状

態像を操作的に診断することが一般的です。 

統合失調症 こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため気分や行動、人

間関係等に影響が出てきます。健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、

健康なときにあったものが失われる陰性症状があり，陽性症状の典型は、幻覚と妄

想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられま

す。陰性症状は、意欲の低下、感情表現が少なくなる等があります。 

精神疾患 精神上，心理上及び行動上の異常や機能障害によって，生活を送る上での能力が

相当程度影響を受けている状態を包括的に表す用語として医学上定着している言

葉です。具体的な個々の疾患名は，国際疾病分類（ＩＣＤ－11）において詳細に分

類されており，国際疾病分類上の該当項目（精神障害の章）全体が「精神疾患」の

範囲です。 

アルコール依存症 薬物依存症の一種であり，常習飲酒の結果、飲酒によって得られる精神的・肉体

的な薬理作用にとらわれてしまい、自らの飲酒行動を制御不能になった状態です。

血中のアルコール濃度を保とうとする身体的飲酒欲求（渇望）が強く、意志の力で

は飲酒をやめられないため，病的な飲酒パターン、社会的・職業的機能障害、身体

的依存等が生じます。 

ゲートキーパー 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をか

け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、

いわば「命の門番」とも位置付けられます。 

 

第３章 

用語 解説 

抑うつ状態  憂うつである，気分が落ち込んでいる等と表現される症状を抑うつ気分といい，

抑うつ気分が強い状態を「抑うつ状態」といいます。抑うつ状態がある程度以上，

重症であるとき「うつ病」と呼びます。 

ＰＤＣＡサイクル Plan，Do，Check，Act の頭文字をとった言葉で，「計画（Plan）→実行（Do）→

評価（Check）→改善（Act）」の 4 段階を繰り返してサイクルを回すことにより、

事業・業務を継続的に改善する手法をいいます。 

自殺総合対策推進センター  改正自殺対策基本法の新しい理念と趣旨に基づき，学際的な視点から関係者が連

携して，自殺対策の PDCA サイクルに取り組むためのエビデンスの提供及び，民間

団体を含め地域の自殺対策を支援する機能を強化するために発足した機関です。 

自殺実態分析  自殺総合対策大綱で，国は自殺総合対策推進センターにおいて，全ての都道府県

及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プロファイルを作成するこ

ととされています。 

政策パッケージ  自殺総合対策大綱で，国は自殺総合対策推進センターにおいて，地域特性を考慮

したきめ細やかな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策パッケージを作成するこ

ととされています。 

自殺対策基本法  自殺対策を総合的に推進して，自殺の防止を図り，あわせて自殺者の親族等の支

援の充実を図り，国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に

寄与することを目的とする法律です。平成 18 年６月に制定され，平成 28 年４月に
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一部が改正されました。改正後の基本法では，目的規定や基本理念が追加されたほ

か，都道府県・市町村において，それぞれ自殺対策計画を定めることが義務付けら

れました。 

自殺総合対策大綱  自殺対策基本法第 12 条において，政府は，政府が推進すべき自殺対策の指針と

して，基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（自殺総合対策大綱）を定めなければな

らないとされており，平成 29 年７月 25 日に新しい大綱が閣議決定されました。 

第４章 

用語 解説 

自殺予防週間等  自殺対策基本法第７条において，国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解

と関心を深めるとともに，自殺対策の総合的な推進に資するため，「自殺予防週間」

及び「自殺対策強化月間」が設定されています。 

 自殺予防週間は９月 10 日から 16 日まで（９月 10 日の世界自殺予防デーに因む）

とされ，国及び地方公共団体は，啓発活動を広く展開し，それにふさわしい事業を

実施するよう努めるものとされています。 

自殺対策強化月間は３月とされ，国及び地方公共団体は，自殺対策を集中的に展

開し，関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら，相談事業その他それ

にふさわしい事業を実施するよう努めるものとされています。 

 自殺総合対策大綱では，自殺予防週間や自殺対策強化月間について，国民の約３

人に２人以上が聞いたことがあるようにすることを目指しています。 

自殺・うつ病対策情報サイト  広島県ホームページ内に開設している，自殺対策に関する情報を発信するための

サイトです。 

 広島県 自殺対策  で検索してご覧ください。 

産業保健スタッフ 産業医等，衛生管理者等及び事業場内の保健師等を指し，心の健康づくり専門ス

タッフや人事労務管理スタッフ等と連携して、メンタルヘルスケアに取り組みま

す。産業医及び衛生管理者は労働者数 50 人以上の事業場で選任が義務付けられて

います。 

ＤＶ（ドメスティック・バイ

オレンス） 

配偶者からの暴力のことをいいます。「配偶者」には，婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある事実婚や生活の本拠を共にする交際相手を

含み，それらの関係を解消した元配偶者等から引き続き暴力を受ける場合も含まれ

ます。また「暴力」とは，身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を

及ぼす言動（精神的暴力，性的暴力及び経済的暴力）を指します。 

地域包括ケア体制 高齢者が可能な限り，住み慣れた地域でその有する能力に応じた自立した日常生

活を営むことができるよう，医療，介護，介護予防，住まい，生活支援等のサービ

スを包括的に提供するという考え方に基づく体制のことをいいます。 

ＬＧＢＴ Ｌ：レズビアン（女性を恋愛や性愛の対象とする女性） 

Ｇ：ゲイ（男性を恋愛や性愛の対象とする男性） 

Ｂ：バイセクシュアル（男女どちらをも恋愛や性愛の対象とする人） 

Ｔ：トランスジェンダー（「生物学的な性」と「性自認」が一致せず，自らの性別

に違和感を持つ人） 

※これら４つに含まれないセクシュアリティもあり，性のあり方は多様です。 

精神科救急医療システム 精神疾患に対して緊急の処置並びに対応の必要がある場合に備えて整備されて

いる医療体制です。 

緩和ケア 重い病を抱える患者やその家族一人ひとりの身体や心の様々なつらさをやわら

げ，より豊かな人生を送ることができるように支えていくケアのことです。 

自助グループ  同じ問題を持つ者同士が互いに励まし合いながら，その問題を様々な形で克服し
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ていくための集団のことです。 

自死遺族 自殺によって親族を亡くされた遺族の方を指し，自殺者親族と同義語です。 

本県では，遺族の方に関する表現は「自死」の文言を使用しています。 

自死遺族分かち合いの会 複数の自死遺族が集まり，互いに体験を語り，聴き合うことを目的とした会のこ

とです。 

自死遺族支援団体連絡会 広島県内で自死遺族分かち合いの会を開催している行政機関や民間団体が，相互

に連携できる関係づくりを目指し，各団体の活動状況や課題を共有・検討する場で

す。 

ＩＣＴ  情報通信技術（Information and Communication Technology）のことです。自殺

対策においては，インターネットを活用した検索の仕組み等，支援情報の集約や提

供等で活用されます。 

ＳＮＳ  ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）のこ

とです。自殺対策においては，Web 上のコミュニケーションによる相談事業等で活

用されます。 

生活困窮者自立支援  生活保護には至っていないものの，経済的な問題等で生活に困っている方を対象

に，支援員が相談に応じて，対象者の状況や課題を把握したうえ，一人ひとりに応

じた支援計画を作成し，生活の安定や就労等自立に向けた支援を行う制度のことで

す。生活困窮者自立支援法により，各地域に相談窓口が設置されています。 

ストレスチェック ストレスに関する質問票に労働者が記入し，それを集計・分析することで，自分

のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。労働安全衛生法によ

り，労働者が 50 人以上いる事業所では，毎年 1 回この検査を全ての労働者に対し

て実施することが義務付けられています。 

認知症疾患医療センター 保健医療・介護機関等と連携を図りながら，認知症の鑑別診断，周辺症状と身体

合併症に対する急性期治療，専門医療相談を実施するとともに，地域保健医療・介

護関係者への研修等を実施し，地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図

ることを目的に設置しています。 
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広島県自殺対策連絡協議会設置要綱 

（目 的） 

第１条 健康，経済・生活，家庭問題などが複雑に関係する自殺について，総合的な自殺対策の推進を

図ることを目的として，広島県自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 協議会は，次の事項について検討する。 

（１）自殺の発生状況やその背景の調査・分析 

（２）具体的な自殺対策の取組内容 

（３）取組の成果についての検証 

（４）その他自殺対策に必要な事項 

（構 成） 

第３条 協議会は，別表に掲げる関係機関及び団体で構成する。 

２ 委員は，知事が選任する。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選により選任する。 

３ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 副会長は，委員の中から会長が指名する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。 

（任 期） 

第５条 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会 議） 

第６条 協議会は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関して必要な事項は，会長が別に定める。 

  

附 則 

 この要綱は，平成１９年７月２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成３０年５月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年１月１日から施行する。 
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別表 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所      属 

広島大学 

広島弁護士会 

広島県医師会 

広島県精神科病院協会 

広島県精神神経科診療所協会 

広島県看護協会 

広島県社会福祉協議会 

広島県民生委員児童委員協議会 

広島県老人クラブ連合会 

広島県商工会議所連合会 

日本労働組合総連合会広島県連合会（連合広島） 

独立行政法人労働者健康安全機構広島産業保健総合支援センター 

青少年育成広島県民会議 

広島いのちの電話 

自殺防止ネットワーク風（超覚寺相談所） 

厚生労働省広島労働局 

広島県警察本部 

広島県教育委員会 

広島県環境県民局 

広島県健康福祉局 
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広島県自殺対策庁内連絡会議設置要綱 

（目 的） 

第１条 健康，経済・生活，家庭問題などが複雑に関係する自殺について，総合的な自殺対策の推進を

図ることを目的として，広島県自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 協議会は，次の事項について検討する。 

（１）自殺の発生状況やその背景の調査・分析 

（２）具体的な自殺対策の取組内容 

（３）取組の成果についての検証 

（４）その他自殺対策に必要な事項 

（構 成） 

第３条 協議会は，別表に掲げる関係機関及び団体で構成する。 

２ 委員は，知事が選任する。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選により選任する。 

３ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 副会長は，委員の中から会長が指名する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。 

（任 期） 

第５条 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会 議） 

第６条 協議会は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関して必要な事項は，会長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は，平成１９年７月２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成３０年５月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和４年５月１０日から施行する。 
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別表 広島県自殺対策庁内連絡会議委員 

 会 長 健康福祉局 疾病対策課長 

 副会長 健康福祉局 総合精神保健福祉センター所長 

 

委 員 

総務局 人事課職員健康担当監 

 地域政策局 中山間地域振興課長 

 環境県民局 消費生活課長 

  県民活動課長 

 健康福祉局 こども家庭課長 

   健康づくり推進課長 

   薬務課長 

  社会援護課 

   地域共生社会推進課長 

 

商工労働局 雇用労働政策課長 

 
働き方改革推進・働く女性応援課長 

経営革新課長 

教育委員会 学びの変革推進部豊かな心と身体育成課長 

 県警察本部 警務部警察安全相談課長 

  生活安全部人身安全対策課長 
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広島県自殺対策連絡協議会委員 

※氏名五十音順（会長，副会長を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏 名 所 属 ・ 職 名 

会長 岡本 泰昌 広島大学大学院医系科学研究科精神神経医科学教授 

副会長 天野 純子 一般社団法人広島県医師会常任理事 

委員 伊木 剛二 広島県商工会議所連合会事務局長 

委員 以南 裕之 広島県警察本部生活安全部人身安全対策課長 

委員 宇佐川 秀輝 公益社団法人青少年育成広島県民会議 常務理事兼事務局長 

委員 木下 栄作 広島県健康福祉局長 

委員 吉川 正哉 
独立行政法人労働者健康安全機構 

広島産業保健総合支援センター所長 

委員 黒田 康弘 
広島県教育委員会事務局学びの変革推進部 

豊かな心と身体育成課長 

委員 小池 英樹 社会福祉法人広島県社会福祉協議会常務理事兼事務局長 

委員 佐伯 美香 広島県環境県民局消費生活課長 

委員 皐月 利夫 広島県民生委員児童委員協議会副会長 

委員 鈴木 孝雄 公益財団法人広島県老人クラブ連合会理事長 

委員 永川 邦久 社会福祉法人広島いのちの電話理事 

委員 狭間 英樹 厚生労働省広島労働局労働基準部健康安全課長 

委員 深田 健介 広島弁護士会 

委員 藤井 則正 日本労働組合総連合会広島県連合会事務局長 

委員 松田 尚美 公益社団法人広島県看護協会副会長 

委員 松田 文雄 一般社団法人広島県精神科病院協会理事 

委員 和田 隆恩 
NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク電話相談員 

（自殺防止ネットワーク風（超覚寺相談所）） 
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いのち支える広島プラン（第３次広島県自殺対策推進計画）の策定経過 

 

令和４(2022)年 

開催日 実施事項 

６月 30 日 広島県自殺対策庁内連絡会議（第１回） 

７月１日 広島県自殺対策連絡協議会（第１回） 

10 月 19 日 広島県議会生活福祉保健委員会（骨子案） 

10 月 21 日 広島県自殺対策庁内連絡会議（第２回） 

10 月 28 日 広島県自殺対策連絡協議会（第２回） 

12 月 15 日 広島県議会生活福祉保健委員会（素案）  

12 月 28 日～ 

１月 27 日 
県民意見募集（パブリックコメント） （予定） 

 

 

平成５(2023)年 

開催日 実施事項 

1 月 広島県議会生活福祉保健委員会（集中審議） （予定） 

3 月 広島県自殺対策連絡協議会（第３回） （予定） 

 

 


